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＜特　　集＞

全の名称：広島大学特別支援教育フォーラム

テーマ：今後の特別支援教育の在り方について

主　催：広島大学大学院教育学研究科附属障害児教育実践センター，障害児教育講座

共　催：広島大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター，幼年教育研究施設，心理臨床教育センター

後　援：広島県教育委員会，広島県障害児学校校長会

日　時：平成15年6月22日（日）の全日（第一部が午前で，二部と三部が午後）

場　所：広島国際会議場　ダリアの問（1／2）（264人収容）Max：300人

主　旨：21世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）と今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）

によって，新しい教育体系が文部科学省によって明示された。これからの特別支援教育とはどのような

ものなのか，小中学校の通常の学級と特別支援教育の連携をどのようにしていくのかが大きな課題であ

る。最終報告を受けて広島大学の教員養成，広島県の特別支援教育は今後どのようにあるべきか議論し，

現場は何を考え，何を行わなければならないか話し合い，広島から発信できる新しい動きを立ち上げる

きっかけをつくる。

日　程

9：30　　開　場

10：00　　開　演：開会の挨拶（広大：中原教育学研究科長）

主旨説明（広大：志水康雄）

10：10　　司　会：（広大：早坂菊子）プログラムの紹介

－プログラム内容一

第一部：今後の特別支援教育の在り方について

10：15　　今後の特別支援教育の在り方（最終報告）について：文部科学省から

（文部科学省初等教育局特別支援教育課　内藤敏也　企画官）

10：45　　今後の特別支援教育の在り方（最終報告）の意味について

－パラダイムシフトとしての最終報告：社会・経済的観点と国際比較から－

（広大：障害児教育講座　落合俊郎）

11：25　　通常の教育からの意見（広大：学習開発講座　林　　孝）

11：45　　昼食と休憩

第二部：よりよい教育をめざして　パネルディスカッション

コーディネーター（広大：落合俊郎）

13：15　　LD児の保護者から

重度・重複障害児の保護者から

ことばの教室担当者から

広島県教育委員会から

広島県障害児学校校長会から

14：00　　休　憩

14：10　　パネラーと話題提供者の追加コメント

14：40　　パネルディスカッション

16：00　　閉会の挨拶（広大：船津）
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広島大学特別支援教育フォーラム

1．今後の特別支援教育の在り方について

【司会者】

大変お待たせいたしました。第1部に先立ちまして，

開会式を行います。広島大学大学院教育学研究科附属

障害児教育実践センター長，山梨正雄より開会の言葉

をいただきます。

【山梨】

おはようございます。

【参加者】

おはようございます。

【山梨】

この2，3年といいますか，21世紀に入りまして，

日本のこれまでの特殊教育，障害児教育が大きく変わ

ろうとしております。いえ，すでに変わり始めていま

す。この新しい特別支援教育といいますのは，これま

での特殊教育・障害児教育の考え方を根本的に方向転

換するものだと思います。それに伴いまして，いろい

ろな関連する制度・仕組みといったものが大幅に見直

しされる方向で検討されております。ただ，そういっ

たことにつきまして，実際に教育に携わっていらっ

しゃる先生方には，現場において何がどのように変わ

るか，変わらなければならないのかということが，ま

だ今一つ実感されていないのではないかと思っており

ます。本日のこのフォーラムを機会にしまして，先生

方，皆さんがじっくり考え，あるいは先生方同士でい

ろいろ話し合いをしていただくきっかけになればと

思っております。それではこれより，広島大学特別支

援教育フォーラムを開会いたします。よろしくお願い

します。

【司会者】

ありがとうございました。次に，広島大学大学院教

育学研究科長，中原忠男より挨拶を賜ります。

【中原】

先生方，おはようございます。

【参加者】

おはようございます。

【中原】

ただいまご紹介いただきました，教育学の研究科長

を務めております中原と申します。本日は，私どもの

研究科の関係しております講座，それからセンターが

主催・協賛いたしまして，このフォーラムを計画いた

しましたところ，県下より多数の皆さま方がご参加，

ご出席をくださいまして，誠にありがとうございまし

た。主催者を代表いたしまして，心より御礼を申し上

げます。

また，このフォーラムに際しましては，文部科学省

様をはじめ広島県教育委員会，そして広島県の障害児

学校校長会様等々から，多大なるご支援・ご協力を

賜っております。これから後の第1部，第2部におき

まして，またそれぞれのお立場から虫垂なお話しをい

ただくことになっております。そういうご支援に対し

ましても，高いところからではございますけれども，

心より御礼を申し上げます。どうもありがとうござい

ます。

私がいまさら申すまでもないことでございますけれ

ども，教育という仕事は大変重要で，また面白い仕事

であると思っております。それとともに困難な仕事で

もあると思っております。とりわけ障害児教育，特別

支援教育は難しい面，厳しい面があると思います。今

日，会場におこしの皆さま方の多くは，そうした教育

に使命感を持って熱心に取り組んでおられます。そう

いうことに対しまして，衷心なる敬意を表したいと思

います。その特別支援教育が，先ほど山梨センター長

のお話しにもございましたように，今，日本の特別支

援教育が大きな転換期というか，改革期を迎えている

と思います。今日はそのことをメインのテーマといた

しまして研究協議をすることになっております。理論

的な面から，実践的な面から検討して，それについて

の認識を深めて行く，そういうのが大きな狙いではな

いかと聞いております。

そういうことで，この会を通しまして改革の方向が

よりいっそう明らかになり，広島県下はもちろんでご

ざいますが，できれば全国にそういった改革の方向と

か，趣旨が広がって行くことを期待し，祈念をいたし

まして挨拶とさせていただきます。先生方，今日一日

ご苦労でございますけれども，どうぞよろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。

【司会者】

ありがとうございました。続きまして，広島県教育

長常盤豊穣代理，広島県教育委員会障害児教育室長，

室積幸生さまから挨拶をいただきます。

【室積】

皆さんおはようございます。
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広島大学特別支援教育フォーラム

【参加者】

おはようございます。

【宝積】

ただいま紹介いただきました，広島県教育委員会障

害児教育室長の室撥と申します。本日，常盤教育長が

挨拶を述べるところでございますけれども，あいにく

20日から県議会が開会ということもございまして，本

日失礼をしております。挨拶を代読させていただきま

す。

本日，広島大学特別支援教育フォーラムがこのよう

に盛大に開催されますことに対しまして，心からお喜

びを申し上げます。また，本日ご参会の皆様方には，

日ごろから広島県の障害児教育の充実と発展にご尽力

いただいておりますことに，敬意と感謝を申し上げま

す。

さて近年，障害のある子どもたちの教育をめぐって

は，ノーマライゼージョンの進展，障害の重度・重複

化および多様化，学習障害，注意欠陥／多動性障害，

高機能自閉症等の特別な教育的支援を必要とする児

童・生徒への対応の必要性など，さまざまな状況の変

化が見られます。こうした状況を踏まえて，国におい

ては平成13年1月に，21世紀の特殊教育の在り方につ

いて最終報告が，さらに平成15年3月には，今後の特

別支援教育の在り方について最終報告が取りまとめた

ところでございます。広島県におきましては，このよ

うな国の動向を踏まえ，新たな「教育県ひろしま」の

創造を目指し，昨年12月に本県障害児教育の基本的な

方向性を示す，広島県障害児教育ビジョンを策定いた

しました。この広島県障害児教育ビジョンでは，一人

一人の能力や可能性を最大限に伸ばし，自立し，社会

参加するための基盤となる「生きる力」を培うために

専門性に基づく障害児教育を充実・推進することを示

しております。本日は，文部科学省初等中等教育局特

別支援教育課，内藤特別支援教育企画官をはじめ，各

界を代表する方々からご説明やご提言等をいただくこ

とになっております。障害のある子どもたちに対する

教育について，さまざま視点からご指導をいただける

ものと期待をしております。そして，このフォーラム

が本県における障害のある子どもたちの教育の改革・

創造に向けての確実な一歩となりますことを願ってお

ります。最後になりましたが，本日ご参会の皆様方の

ご健康とご活躍を祈念いたしまして，お祝いの言葉と

させていただきます。平成15年6月22日。広島県教育

委員会教育長常盤豊。代読，室積幸生。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。

【司会者】

ありがとうございました。次に，広島大学大学院教

育学研究科障害児教育学講座の志水康雄より，趣旨説

明をさせていただきます。

【志水】

おはようございます。

【参加者】

おはようございます。

【志水】

開催実行委員長としまして趣旨説明を若干させてい

ただきます。今，お二方，あるいは開会の言葉などで，

だいぶん中身のことが触れられておりますが，この21

世紀の特殊教育の在り方についての，最終報告と今後

の特別支援教育の在り方についての最終報告によっ

て，新しい教育体系が文部科学省によって明示されま

した。これを受けて，特別支援教育は今後どのように

あるべきか議論し，ここにご参加の学校現場の方のお

一人お一人のご参考になればと思い，このフォーラム

を企画いたしました。幸い文部科学省のご担当者から

も直接お考えをお聞かせいただけることになりまし

た。このフォーラムから，．明日の特殊教育のための，

皆様のための何らかのヒントの一つにでもなれば幸い

でございます。この広島大学特別支援教育フォーラム

の報告は，主催者の一つであります，広島大学大学院

教育学研究科附属障害児教育実践センター紀要に掲載

予定であります。そのための記録としての録画のみ発

表者に許可を得てありますので，その他の方の撮影，

録画，録音等は恐れ入りますがご遠慮ください。同様

にマスコミにも公開はしておりません。

それから，少しご説明しますと，プログラムで特に

時間等の細かなことは書いてございません。アウトラ

インだけ少しお話しいたしますと，このあと第1部の

1番目に上月正博特別支援教育課長代理の内藤企画官

からお話いただきますが，特別にお願いしまして5分

間ほどの質疑応答の時間をとらせていただいておりま

す。何かありましたらその時間でよろしくお願いいた

します。大まかに12時ごろを目途に第1部を終了しま

して，午後はおおよそ1時半ごろから開始いたします。

第二部がパネルディスカッションということになりま

す。それで，お昼は，このフロアにレストランがあり

ますが，大変小そうございまして，さらに今日はいく

つかの会が同時に行われておりまして，ほとんどご利

用できないものだと思われております。ですから，恐

れ入りますが昼食時問を90分とりましたのでどうぞ街

中でお食事をおとりいただきたいと思います。この部
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屋でお食べになる分も結構でございますが，ロビーは

飲食禁止だそうでございます。それから，もちろん携

帯は電源をお切りいただくか，マナーモードでご使用

いただきたいと思います。それから，胸に黄色いリボ

ンをつけておりますのがスタッフでございますので何

かございましたら，お尋ねいただければと思います。

それではよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。

【司会者】

ありがとうございました。これで開会式を終わりま

す。では，第1部。今後の特別支援教育の在り方につ

いて，文部科学省特別支援教育課長，上月正博様代理，

内藤敏也企画官よりお話いただきます。よろしくお願

いいたします。

【内藤】

皆様おはようございます。

【参加者】

おはようございます。

【内藤】

ただいまご紹介にあずかりました，文部科学省特別

支援教育課特別支援教育企画官の内藤でございます。

本日，課長の上月が所用により今回広島に残念ながら

来ることができませんので，代理として私がこのコマ

を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは，皆さま方，お配りしてあります「特別支

援教育の在り方に関する調査研究協力者会議の最終報

告について」の資料を基にご説明申し上げたいと思い

ます。

先ほどから何度かご紹介いただきましたように，現

在，特別支援教育－特殊教育のフィールドは大きく

曲がり角を迎えております。私ども，平成13年1月に

まず協力者会議の報告をいただきまして，そのあとこ

こに書いてありますように平成13年1月から新たに特

別支援教育の在り方に関する調査研究ということで，

別の協力者会議を始めまして，13年1月の協力者会議

の報告では，なかなか提言しきれなかった課題につい

て試論をしてまいりました。その結果昨年の10月に中

間まとめをいったん出しまして，その後パブリックコ

メント等，いろいろご意見を伺いまして，この3月に

最終報告という形で提言をいただいたところでござい

ます。

ただ，この最終報告が出たから変わらなければいけ

ないということではなく，今の特別支援教育－特殊

教育のフィールドがそもそもその制度，あるいは全体

的な対応，変わることを求めているから，その結実と

してこういったものが出てきたというだけの話だとい

うふうに，私どもは考えております。今から，その内

容についてご説明申し上げたいと思います。

まず初めに，文部科学省がこれまでの特殊教育とい

う名称を特別支援教育に変えてきたことについてご説

明いたします。これまでの特殊教育は，今まで，一定

の障害を対象としてきたということ，あるいは対応方

法として，その対象となる子どもたちに対して，特別な

場における教育をほどこすということをしてきたとこ

ろでございますが，これからご説明するように，LD・

ADHDあるいは高機能自閉症，そういったお子さん

がかなり多く通常学級にも現におられるということが

明らかになってきて，こうしたお子さんへの対応も含

めて，これからは考えていかなければならない。そう

いったときに，その今までの考え方から，従来よりも

対象のひろがったお子さんの一人一人の教育的ニーズ

をとらえて対応していこうという考え方に発想の転換

を図るために，特別支援教育と名称を変えようとして

いるところです。文部科学省の特殊教育課は長い歴史

を持っているわけですけれども，この名前も特別支援

教育課とすでに名前を変えております。なお，この報

告が出るにあたり，私どもは，「特殊教育から特別支

援教育への転換」というようないい方をしてきたわけ

でございますが，転換という言葉は，若干ちょっと誤

解を受ける要素があるかなというふうにちょっと思っ

ております。転換というと，今までの「特殊教育」に

問題があったから「特別支援教育」に変えるというよ

うな，マイナスのイメージを連想しがちです。しかし，

私どもが考えているのは，いままで特殊教育で延々と

築いてきたノウハウ，あるいは教育的な実践の拾み重

ね，こういったことを使って今後今度対象が広がって

いく子どもたちにも対応ができるんじゃないか。とい

うことなのです。私どもも，最近は特殊教育から特別

支援教育に進化するというような言い方をしてござい

ます。そういう意味で，今まで特殊教育で築いてきた

ものを，さらに多くのお子さんのために役立てていた

だきたいというのが私どもの真意でございます。

それでは最終報告ポイントのはじめの「現状認識」

という箇所を見ていただければと思います。まず今ま

での特殊教育の対象とされていたお子さんについて見

ていただきますと，これは多分，各学校あるいは教育

委員会，特に都道府県の教育委員会が非常に頭を悩ま

されておられる問題ではないかと思いますが，学齢児

全体が減ってきている中で，対象となるお子さんが，
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広島大学特別支援教育フォーラム

特に養護学校を中心に数が増えてきています。もちろ

ん特殊学級でも増えてきているということで，義務教

育段階における百・ろう・養護学校，あるいは特殊学

校に在籍する比率が，平成5年の約1％に比べて，平

成14年度ではほぼ1．5％。つまり10年間で大体，1．5

倍に増えているという状況になっております。この原

因がどういうところにあるのか正直言ってはっきり分

かりません。ただ現に増えてきておられますし，今後

もこの数が増えてこられるというのは，おそらく厳然

たる事実としてとらえていかなければならないという

ふうに思っております。加えまして，貞慶重複のある

お子さんも増えています。従って，重度壷複のお子さ

んの対応も，非常に大きな問題になっています。さら

に先ほどから申し述べておりますように，LD・ADHD

等，新たな教育的ニーズを必要とするお子さん，すな

わち中枢神経系に課題があり，特別な教育的ニーズを

必要とするお子さんの存在がだんだん明らかになって

きております。このLD・ADHDさらには高機能自閉

症のお子さんにつきましては，この最終報告をまとめ

るに当たり，全国的傾向を把握するため，文部科学省

で抽出ではありますが，ほぼ4万人を対象とした全国

調査を行いました。その結果，大体6％程度，通常の

学級に在籍しているのではないかという調査結果が出

ております。この調査につきましては，実は医学的に

調査をしたわけではありません。アメリカとかイギリ

スとか，今までこういった対応が進んでいた国の評価

シートをもとにアンケートを作り，学校の先生方に対

して，アンケートをさせていただいた結果です。従っ

て，現実的に医学的な診察を行えば，多少は違った結

果が出てくるかもしれません。さらに，あるお子さん

をあるお医者さんに見せたところ，「このお子さんは

LDですね」と言われた事例を，別のお医者さんのと

ころに行くと，「いや。むしろ高機能自閉症じゃない

ですか」というように言われるなど，同じお医者さん

の中でも見解が分かれるようなことがあります。実際，

こういったお子さんを対応しておられるような場合に

は，複数の要素を併せ持たれた例がかなり多いという

ふうにお聞きしております。いずれにしても我々教

育に携わるものとして考えなければならないのは，ま

ずはお子さんに必要とされている教育的な対応をどう

するかということでございまして，そういった観点か

ら学校の先生に見ていただいたところ，大体6．3％く

らい対応を必要とされているお子さんがいらっしゃ

るというような傾向が出てきたということでございま

す。

このようなLD・ADHD・高機能自閉症というよう

なお子さんの存在とともに，重度重複障害のあるお子

さん，しかも，今までなかなか学校教育に就学できな

かったような重い障害のお子さんも，医学の進歩によ

り学校教育を受ける機会がだんだん広がってくるた

め，学校現場におけるお子さんの障害がどんどん多様

化している状況です。さらに，特殊教育で従来対象

としてきたお子さんが1．5％として，仮に6．3％という

数字がそのまま使えるものとして，6．3％を加えます

と，その一つの年齢層で特別支援教育の対象となるお

子さんが大体8％近くはいるという状況になっており

ます。以上がお子さんを取り巻く状況でございます。

逆に，教える側の立場からの現状ですが，こうした，

より複雑になっているお子さんの状況に比べ，これは

前からも指摘されているところではございますが，先

生方の専門性がなかなか追いついていかないのではな

いかとの指摘がなされています。一つの指標として，

特殊教育免許状がありますが，現状では残念ながら特

殊教育諸学校の先生方の半数程度しか持っておられな

い。これに見るように，少なくとも特殊教育諸学校は

もちろん，特殊学級・障害児学級を担当されておられ

る先生方の専門性，複雑化するお子さんの事情に対応

した専門性という部分をもっともっと上げていかなけ

ればいけないというのが大きな課題としてあります。

しかし，それとともに，複雑化した子どもたちの状況

に十分に対応していくために，個々の先生方の努力に

も限界がありますので，いろいろな分野の専門家の方

に積極的にかかわっていただくということが今後，よ

り必要になっています。

こちらの「最終報告のポイント」の「現状認識」の

4番目として，「障害のある児童生徒の一人一人の教

育的ニーズを正確に把握し」とありますが，子どもの

一人一人のニーズ，一人一人の状況を十分に把握して

対応を考えていくという教育方法論は，特別支援教育

だけに限る話ではなくて，今の教育現場そのものが求

められている話でございます。障害の状況が多様化し

ているという状況を踏まえれば，これはしごく当たり

前のことではないかというふうに思いますが，同時

に－ここに書いてありますように，「自立や社会参

加を支援する」ということが求められています。本来

学校に入って，学校の中で勉強して，卒業して終わり

というのが，一応，文部科学省のフィールドであるわ

けですけれども，子どものことを考えてみると，学校

の前にも当然生まれてから学校に入るまでの生活があ

るわけですし，学校を卒業した後の社会参加－自立
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というのはなおさら重要になっているという状況でご

ざいます。盲・ろう・養護学校の高等部の先生は特に

最近の就職事情から痛切にこうした思いを感じておら

れると思います。というのが，この4番目の後半の主

旨でございます。

ポイントの5番目でございますが，これはあちこち

から嫌われるんですけれども，現実として考えなけれ

ばならない問題です。現在非常に厳しい財政事情に

なっていると思います。従って，例えば10年前・20年

前だったら，「ここにこれだけ必要なんです」と言っ

たら，「ではその分自動的に人もつけましょう。お金

もつけましょう。」というような考え方で成り立って

きたわけでございますが，皆さん方も昨今のいろいろ

な報道を見れば，国だけではなくて地方も含めて，な

かなかそういった事情ではないという雰囲気は肌で味

わわれているのではないかと思います。特に近年，例

えば20年前とかまったく考えられなかった市町村合併

がどんどん構想として上がって，進んでいる。そういっ

た背景としては，やはり地方の財政事情が非常に苦し

くなってきて，そうしたところまで追い詰められてい

るという要素もあると思います。国でも地方でも今後

新しいことを考えていくためには，まず，既存の資源

をどのように活用していくかというところから考えな

ければならないと思っております。

以上の現状認識をもとに特別支援教育の，この最終

報告では大きく六つの点を提言させていただいており

ます。まず第1点は，子どもの一人一人の多様なニー

ズに対応していくための個別の教育支援計画です。す

でに，盲・ろう・養護学校の個別の指導計画であると

か，あるいは高等部の移行計画であるとか，いろいろ

取り組みはされておられると思います。要はそういっ

た取り組みをできるだけ多くの，教育的ニーズを必要

としているお子さんに広げていくとともに，この計画

をやはり単に，先生方の目の届く範囲だけやっていく

のではなくて，その学校に入る前，学校から卒業した

後，そういったところまで結びつけていくような教育

支援計画にしていこうというような話です。これはす

でに米国等で行われているIEPの考え方を取り入れ

て提言いただいたものです。なかなか一朝一夕にうま

くいかない，特に小中学校では，なかなかそうは言わ

れても，というようなことはあるかと思います。ただ，

私どもの認識としてはむしろ小中学校の方がこういっ

た考え方がより求められるのではないかと思っていま

す。今も多くの特殊学級設置学校では，交流教育を進

められておられると思いますけれども，例えば交流教

育先の先生と特殊学級を担任する先生の問でやはり，

口頭とか書面で情報の交換をされておられると思いま

す。このようにより多くの方々が障害のあるお子さん

に関わっていくのに伴い，記述をより体系的に残して

いくことが必要不可欠ではないかと思っております。

こういった積み重ねを，例えば，出生時のお医者さん

のケアから学校に上がる段階，あるいは卒業にあたっ

て就職先や施設などにまで広げ，情報を交換して認識

を共通にしていく，もちろん情報の管理は十分にやら

なければなりませんが，そういったことをやっていた

だくことによって，一人一人のお子さんによりあった，

より適切な対応ができるようになるのではないかとい

うふうに考えております。これを進めるに当たっては，

各教育委員会に委嘱をしていろいろモデルを考えてい

ただこうとしているところでございます。なかなかす

ぐに完璧なものはできないと思いますけれども，どん

どんその成果をお示しして，改良して，さらに実践し

ていくという経過も含めて，よりうまくいくように

なっていくのではないかと思っております。

2番目に，特別支援教育コーディネーターと書いて

ございます。例えば，障害を持ったお子さんを担当さ

れている個々の先生が，自分の人脈でお医者さんとか，

あるいは就職先とか個々に当たっていくのは，なかな

か骨の折れることではないかと思います。こういった

ことを，学校全体でバックアップしていただく必要が

あるのではないか。例えば，先ほど申し上げましたよ

うにLDやADHD等のお子さんが通常学級にも在籍

しているとすると，もはや今までのように特殊学級の

先生一人にすべてを任せ，ほかの学級の先生方は，一

切，関係ないというような状況では，もはやなくなっ

ているのではないかと考えています。障害のある子ど

もへの対応を学校として体系的に取り組むた桝こ，「特

別支援教育コーディネーター」というよう方を一人，

学校で決めていただき，この方に学校内での調整はも

ちろん，福祉医療機関等との関係機関の連絡調監保

護者との窓口，あるいは関連行政税関との連携協九

こういったものを担当していただいてはどうかと考え

ております。この4月に独立行政法人国立特殊教育総

合研究所が，特別支援教育コーディネーター指導者養

成研修というのを初めて実施しました。この研修を終

わったあとの感想を閃きますと「役に立った」「まだ

まだこんなものでは」と，いろいろありました。やは

り，最初から100％の研修を実施するといってもむず

かしいと思いますので，研究を重ねていって数年後実

施するという形になろうかと思いますが，私どもとし
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てはあえて，試行的な形式・内容で研修をやってみて，

ご意見・ご批判等があれば，それにしたがってどんど

んカリキュラムを充実させていこうというふうに思っ

ているところでございます。

以上の2点が，個々の学校でどう変わっていただく

べきかということについて，この報告が示された内容

でございます。

次の点はむしろ，個々の学校というよりは，個々の

学校が変わろうということに対して，どのようにバッ

クアップしていくか。例えばLDとかADHDを専門

にされているお医者さんなどとの連携強化では，個々

の学校の取り組みで，なかなか限界があろうかと思い

ます。また雇用部局との連携や，学校就学前からの取

り組み，さらに保護者の皆さんのさまざまなご意見を

県・市としてどのようにとらえていくか，こういった

広域的な課題のための連携協力の場を作る必要がある

のではないか。このため，「広域特別支援連携協議会」

というものを提言しております。ただ，すでに各県と

も，部分的にはいろいろな場を設けて連携協力はやっ

ておられるかもしれません。この場合，別に「広域特

別支援連携協議会」という名前の組織をおいてくれと

いう趣旨ではございません。すでにやっておられる連

携協力をベースに，盲・ろう・養護学校，あるいは小

中学校の先生方がやりやすいようにうまくバックアッ

プして，先生方を支える仕組みにしていただくという

ことをここで申し上げているところでございます。

以上の3点が，具体的に教育委員会や学校で，今後

どういうふうに，運営の在り方，あるいは指導の在り

方を見直していただくかという提言でございますが，

制度として私どもがいただいた宿題が，大きく三つご

ざいます。

一つは，盲・ろう・養護学校から特別支援学校への

提言です。今まで，盲学校・ろう学校・養護学校，養

護学校も肢体不自由養護学校，知的障害養護学校，病

弱養護学校と，大きく五つの学校種に分かれて運営さ

れていたところです。しかし，例えば，障害の重複化

や多様化を考えると，今までのこのような仕組みの中

ではなかなか対応できなくなっている例もあります。

例えば，知肢併置校，知的障害の養護学校，あるいは

肢体不自由の養護学校の併置校は，既にかなり多くの

県で，普通におかれるようになってきています。こう

した障害種にとらわれない学校という現場のニーズに

制度が対応しきれていないという状況を踏まえて，そ

の設置を制度上可能にしようということから，盲・ろ

う・養護学校から特別支援学校という形で学校制度の

一本化を図るという，提言をいただいております。こ

の提言の趣旨はそれだけではございません，小・中学

校には，必ずしも障害児に関する専門的なバックグラ

ウンドがある先生がおられない場合もあります。また，

LD・ADHDといった新しい分野のお子さんについて

は，知識経験が十分でないような場合もあります。そ

ういった場合に，小・中学校に対し，教育的支援を行

うセンター的な役割を，この新しい特別支援学校に

持ってもらいたいと思っております。これが制度的な

見直しの2つHの趣旨です。私どもとしては，むしろ

この新しい特別支援字校に対して後者の地域のセン

ター的な機能を担っていただくということに，大きく

期待をしております。

この特別支援学校と並んで，もう一つ大きな制度改

革の問題としまして，特殊学級から総合的な体制に変

わって欲しいという点があります。今までの特殊学級

の多くでは，特殊学級の担任の先生が，その学校の障

害のあるお子さんのほとんどのことをやってこられた

のではないかと思っています。もちろんうまくいって

いる学校，校長先生の理解のある学校，あるいは仲間

の皆さんが支えてくださるような学校もいっぱいある

と思います。ただ，そういった学校全体で支えるとい

う仕組みをより明確にするためには，この特殊学級と

いう制度を学校全体で，障害のあるお子さんを支える

という体制に変えていく必要があるのではないか，そ

のためには，この際，特殊学級や通級による指導の

制度を，通常の学級に在籍した上で，必要な時間の

み－特別支援教室－これは学級概念というよりは

指導の場あるいは指導の形態に近いものでございます

が－そういった教室で特別の指導を受ける制度に一

本化する必要があるのではないかと，この協力者会議

から文部科学省に検討を求められたところでございま

す。この件につきましては，かなり皆様方から，問い

合わせをいただきまして「では今までの特殊学級での

指導は全くなくなってしまうんですね」「今まで特殊

学級に在籍しておられた障害のある程度重いお子さ

ん，あるいはかなり綿密に指導してきたお子さんも通

常学級の先生にすべて任せてしまうんですね」という

ような懸念が寄せられております。しかし，そういう

趣旨ではありません。今までも，特殊学級で，例えば

週20時間，あるいは週25時間程度指導を受けていたよ

うなお子さんにつきましては，それは大半のお子さん

は，それだけの特別な指導を必要とするからその場で

それだけの時間指導してきたわけで，必要な場所で特

別な授業を受けるという仕組みはまったく変えるつも
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りはございません。従いまして，例えば週20時間，特

別な指導が必要なお子さんは，例えば週，あまり多く

ない時間，通常学級で授業をうけ，そのほかの大半の

時間は特別支援教室で授業を受けるというような仕組

みになるというふうなことを想定してございます。そ

れと同時に，今まで通常学級で担任の先生が苦労しな

がら，一人だけ授業の中でついていけなかった，ある

いは，授業の間中落ち着きがなく，席に座っているこ

とができなかったLDやADHDのお子さんについて

も，どうしても取り出して週1～2時間対応をしなけ

ればならない場合には，対応していくということを，

この特別支援教室において想定しています。この特別

支援学校と特別支援教室という話につきましては，現

行制度から見直すということになりますと法令の改正

も必要になってくる話でございまして，その必要性も

含めて，今後行政的にどうしていくのかというものを，

今私どものほうで検討させていただいている状況でご

ざいます。

最後に専門性の強化についても国に対して，これも

いろいろ提言をいただいてございます。国立特殊教育

総合研究所をもっと充実しろとかいう要請や，久里浜

養護学校を自閉症の研究をする学校に転換すべきなど

の提言もいただいておりますが，一つ大きな課題とい

たしまして，専門性の強化というような話の延長線上

で，特殊教育学校免許状の見直しの問題があります。

実は冒頭にご紹介しました平成13年1月の協力者会議

の報告でも，もう少し，特殊教育に携わっておられる

先生方の実態に沿うような形に，免許制度自体を見直

していく必要があるのではないかということで，免許

状の在り方について検討すべきとの提言をいただいて

おります。13年から，中教審に特殊教員免許ワーキン

ググループを設けていまして，ずっと議論していただ

いております。今回の最終報告を踏まえて，どういう

免許制度にすべきなのか，こちらにつきましても，ご

提言がいただければ，これも教育職員免許法につなが

る話と考えています。

このように，現場の実践の積み盛ねが必要なこと，

あるいは制度改革を伴うことについて，その特殊教育，

特別支援教育のフィールド全体で，見直していくべき

との「最終報告」のような提言をいただいたところで

ございます。この4月から全国の各ブロックで関係課

長会議，あるいは校長先生のいろいろなご意見を伺っ

てまいっているところすが，そうした意見を踏まえな

がら，まず制度改正についてどうしていくべきか，い

ろいろとご意見があれば，それも参考にしながら制度

を考えていきたいというふうに思っております。

一つ私どもの認識として持っておりますのは，現在

の盲・ろう・養護学校や特殊学級の制度だけでは，こ

れだけ変わっている社会の状況に対応していくには，

やはり不十分ではないかと，どこかで変えていかなけ

ればならない，どこかで変えて行くとすれば，やはり

今がその時期なのではないかと思っております。

かなり長い時間しゃべらせていただきましたが，

ちょっと時間も延びているところでございますので，

取りあえず私のお話はこれまでといたしまして，5分

程度，皆様方のご意見もお伺いしながら続けて行きた

いと思います。どうもありがとうございました。

【司会者】

どうもありがとうございました。内藤先生から5分

はど質問時間をいただいておりますので，何かここで

ご質問のある方は，挙手をお願いいたします。はい。

どうぞ。

【女性A】

はじめまして。私は実は，ここでは完全に部外者で

して，私，自分の個人でやっている塾の塾長なんです

けれども，去年の7月からADHDがちょっと疑われ

る女のお子さんがいらっしゃいまして，それをきっか

けにして，いろいろこういうことに首を突っ込み始め

たのと，教員免許が広大のろう学校のはうなので，そ

の二点のことがあって，ここにこうして居させても

らっております。今のお話しを聞かせていただいてい

て，制度を改革してくださると，それはとてもいいこ

とで，とてもありがたいことです。今来ていらっしゃ

る子どもさん1人だけしか見ていなくても，担任の先

生の態度が変わることによって，彼女が大変落ち着き

勉強が進むようになった。たった一人の子どもさんの

ことですけれども，とっても大切なことだと思います。

ただ，すごく心配なのがそれをいつまでにしてくだき

るのか。子どもはどんどんどんどん大きくなっていき

ます。今5年生です。あと2年したら中学になります。

もう心配で，お母さんと二人で心配で心配でなりませ

ん。中学がいったいどうなっているのか，中学でもそ

の障害児の受け入れがどのようになっているのか，

とっても心配なところで，やはり時間というものが

とっても大切だと思うんです。そのことをまずできる

範囲でお答えいただきたいのと，このお話しの責任は

どちらにあるのか。責任というのを明確にしてほしい

んです。大変に障害児教育というのは難しい問題があ

ります。いろいろもめます。そのときに私の責任では

ありませんというふうに，言葉が悪いんですけれども，
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逃げられる方が多いですよね。やはり責任者，それか

責任の機関というところを，きちっとはっきりとして

いただきたいということが一点。あと学校として取り

組む場合，ちょっと私は学校とは部外者なんですけれ

ども，特別支援コーディネーターをl名とするとおっ

しゃったんですが，数的に考えてLDまたはADHD

と疑われる子どもさんが6％いるということは，それ

に人数を数えたら学校全体で6年生までまぜると一学

級分いるわけですよね。それに一人でコーディネー

ターの人がいろいろ対応して，親と対応し，校長と対

応し，教育委員会と対応したらノイローゼになるんで

はないかと思うんですよ。そこら辺でちょっと1名で

は少ないんではないかなと個人的には恩いました。以

上です。よろしくお願いいたします。

【内藤】

大きく3点あったかと思います。まず，いつまでに

やっていくかという話でございますが，これは全部

いっぺんに－いちどきにできる話ではないと思いま

す。先ほどお話ししましたように，制度の改正が必要

な部分，あるいは実態から対応していただく部分と，

大きく二つに分かれております。実態から対応してい

ただく部分につきましては，すでにモデル事業という

形で，例えばLD・ADHDのお子さんに対してどうい

うふうに対応していくかということを各県の実情と体

制を踏まえて進めていただいているわけでございま

す。こうしたモデル事業をどういうふうにして全国化

していくかで，つまり，一つ一つの学校で対応できる

ような状況にしていくかにつきましては，私どもでは

一律に全県一斉にという状況ではないと思います。た

だ，一つ考えておりますのは，そういった各県の情報

をより広範にお示しすることによって，できるだけ早

めに取り組みが進められるようにしたいと思っており

ます。県によっては取り組みがすでに全県レベルに広

がっているところもございますが，それがどこまで深

まっているかというようなことについてはこれから調

べていかなければならないと思います。

一方，制度改正のほうですが，例えば盲学校・ろう

学校・養護学校という言葉をすべて特別支援教育学校

という言葉に法令上変えるのであれば，これは当然学

校教育法を変えなければいけません。学校教育法だけ

ではないです。おそらく対象になる法律は100を超え

ると思います。こういった法律改正を行う場合は当然

ながら国会での審議が必要になります。わたしども文

部科学省初等中等教育局といたしましては，できるだ

け制度的な見直しというものを早糾こ進めようと思い

ますが，もちろん国会に関係することですから，政治

状況等いろいろあるわけで，ここでお約束できません

けれども，現時点では事務的な作業がうまく進んで，

なおかつ政治的な部分その他の情勢でも何ら障害がな

ければ，次期通常国会を目指したいというように思っ

ております。

責任の話でございますが，例えば新しく制度を作る，

それを全国的に実施して行くというようなことにつき

ましては，当然，文部科学省が責任を負うことでござ

います。ただ，個々のお子さんに対して，どういうよ

うにバックアップしていくかというようなことは，全

国一律にやっていける話ではないと思います。それは

個々の県の教育委員会になるのか，市の教育委員会に

なるのか，その状況に応じて判断していただくという

ことでございます。まさにその地域の実情に応じて，

障害のあるお子さんの事情をできるだけ汲んで，考え

る必要もあります。地域でこうした仕組みを作る段階

でいろいろ意見を提供していただければと思います。

最後にコーディネーターの話でございますが，まず

大前提といたしまして，LDとかADHDのお子さんに

対応していただくのは，あくまで個々の先生になりま

す。通常学級に6．3％という調査結果が正しければ，

少なくとも一つの学級に二人，あるいは三人と，LDと

かADHDの要素を持っているお子さんがいることに

なります。こうしたお子さんを全部まとめて特別の場

で教育をしていくというのは，あまりにも非現実的で

す。やはり多くのお子さんは通常の学級で担任の先生

に対応していただくということになろうかと思いま

す。もちろんLD・ADHDのうち，取り出し指導が必

要なお子さんは取り出し，従来特殊学級の対象とさ

れていたお子さんについてもこうした特別の場で指導

していくということになろうかと思います。こういっ

た個々のお子さんへの個々の指導はそのまま個々の先

生にしていただくことになります。コーディネーター

につきましては，あくまで学校全体のコーディネート

をしていただくということを求めているわけで，個々

の指導を直接当たっていくということを想定している

わけではございません。ただ，それでもコーディネー

ター1人では対応できない，むしろコーディネーター

ズ，コーディネーターチームというような形で対応し

たいという意見がでてきた場合は，それはその県や市

や学校の判断ではないかと思います。一つだけ懸念し

ますのは，仮にコーディネーターズとした場合に，コー

ディネーター問の連携がうまくいかなければ，やはり

もとの姿に戻ってしまうのではないかということで
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す。一人としたのは，このように学校全体で対応して

いくという体制を明確にするためで，要するにサッカー

でいう司令塔ですね。そういった役割をしていただく

ような先生がやはり必要なのではないかということか

らのものでして，繰り返しますが，一人でLD・ADHD

などの業務を全部やれというようなことを言っている

わけではございません。

【司会者】

もう一人だけどなたかご意見なり，ご質問なりござ

いますでしょうか？

【三浦】

広島盲学校の三浦と申します。今日はいろいろ勉強

させていただきました。一つお聞きしたいのは，これ

だけ大きく変革をしていく際に，モデルとなる国とか，

モデルとなる地域というのがあって，そこのモデルを

一つの参考，またはたたき台というか，そういう形で

進んでいくという形であるのか。もしそうであるので

あれば，そこでの成果とか課題等の情報があれば教え

ていただければありがたいと思います。

【内藤】

私どものモデル事業は全都道府県においてやってい

ただいております。特別支援教育には個々の学校の取

り組みや，それぞれの地域の実情も考慮する必要があ

ると思います。従って，一つの学校の，あの地域での

やり方が非常にうまくいっているから，これを全国的

に広げなければならないということには，なかなかな

りにくいのではないかと思います。ただ，県ごとには

いろいろと考えていただいているし，各県から，うち

の仕組みはこうだというような情報もいただいている

ところでございます。例えば，知肢併置校なども県に

よってはもうかなり進んでいるようなケースもありま

すし，県によってはぎりぎり迫られたときに考えると

いうところもあって，行政の認識の違いというのも一

つ大きいと思います。

また，例えば個別の教育支援計画にどういう内容を

もりこんでいくか，広域的な連携体制をどうしていく

か，あるいは校内のコーディネーターを中心とした校

内の組織をどういうふうに運営していくか。これは全

国一律にこういうようなことでやれといって，右から

左へ動かせる話ではないと思いますが，先生がおっ

しゃったように，情報の提供は必要だと思っておりま

す。今，各県で一生懸命－広島県教育も含めてです

けれども－いろいろ実践をしていただいておりま

す。実際に，そういった実践にご協力いただいている

学校の皆様も，ここにおいでになっているかもしれま

せん。そういった情報をぜひ，早急にまとめまして皆

様方にできるだけご提示し，今後の参考に’していただ

きたいというふうに思っております。

特別支援教育の在り方につきましても，いろいろご

意見等ございましたら私のほうへお寄せいただければ

と思います。今日はどうもありがとうございました。

【司会者】

内藤さま，ありがとうございました。では次に，広島

大学大学院教育学研究科障害児教育学講座の落合俊郎

よりお話をいただきます。

【落合】

ただいまご紹介にあずかりました広島大学大学院教

育学研究科の落合と申します。よろしくお願いいたし

ます。ただいま内藤企画官の方から今後の特別支援教

育の在り方についてお話をいただきました。今後の特

別支援教育の在り方，最終報告の意味についてお話し

をしていきたいと思います。これは私自身の解釈です

から，読み過ぎかもしれませんのでいろいろ余計なこ

とかもしれません。国際状況や財政状況，あまり今ま

で教育の現場で言われなかったことをあえてお話しし

ます。きっと嫌われるだろうなと思いながらお話しを

していきたいというふうに思います。

まず，この最終報告書，ご覧になっていらっしゃる

方々もいると思うんですけれども，今までの報告書と

非常に違っている点にお気づきと思います。例えば新

たなシステム作りや制度を再構築という言葉が出てき

ます。新たな，そして大きなチャレンジという言葉が

出てきます。こういう報告書の中で，轍文のような内

容というのはかなり珍しいのではないかと思います。

そして，行政，学校，地域社会における意識改革，さ

らにチャレンジがなければ成果もない。教育にかかわ

るもの全員が協力して障害のある子どもに対する教育

の姿を切り開いていくという，ことばが最初のところ

に書いております。障害児教育のことを常にあまり気

にしていない方々にとっては，何でこんなに文科省が

チャレンジしなくてはいけないとか，こういう板文の

ような報告書が出るんだろうか，そういうことに違和

感を持っている方々もいらっしゃるかもしれません。

私なりに解釈して説明してみたいと思います。

一つは，財政問題と教育改革。ここは一番嫌われる

ところであります。去年あたりから，日本は世界でもっ

とも高齢者が多い国になってしまいました。それから

財政赤字。これは太平洋戦争直前よりも高い財政債務

を抱えております。国際比較をしますと，イタリアや

ドイツよりも高い状況にあります。財政再建を強行し
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たサッチャーリズムと，特殊教育改革という事をお話

ししていきたいと思います。実は私，1978年・1979年

に大学院生としてサッチャーリズムのときにイギリス

に留学しております。そのときに，目の当たりにサッ

チャーリズムを経験しております。それから1985年か

ら1986年に，またイギリスに行きました。そのときに

ちょうど大学再建の大嵐が吹いていたときでありまし

た。障害児教育の中ではウオーノック報告は特別な意

見があります。障害児教育が治療教育的なことだけ中

心であった時代から，教育学的，あるいは社会的な側

面を持った方向へ変換した非常に大きな意味のあるも

のというふうに言われております。しかし，実はこの

ウオーノック報告とは，1978年，サッチャーリズムが

始まる直前。つまりサッチャー首相が教育科学省の大

臣であったときにこの報告を作ったわけです。ですか

ら，私はこのウオーノック報告と今回の特別支援教育

の最終報告を比較してみたいと思います。一つは，

ウオーノック報告の中にある障害カテゴリの見直しと

いうことです。障害の法的なカテゴリをなくしてスペ

シャルエデュケーションニーズという考え方を提起し

ています。子どもに対しては特定の障害を認定しない

で，教育的に何が必要かという観点で対応していくと

いう，そういうことですね。それから，就学前教育の

促進と推進。それからNamedperson。これはイギリ

スもかなり障害に対してステイグマ－烙印付けとい

ますか－日本で言いますと恥の概念と似ているので

すが，そういうものが非常に強いために，保護者が指

定できる仲介人－後見人制度を提案しております。

それから，インテグレーション，さまざまなインテグ

レーションスタイルの提言をしています。最終報告書

の中ではこういう言葉は出ていませんけれども，しか

し方法論的には，例えば必要な援助を受けながら全時

間を通常の学級で学習する方式。通常学級で学習する

が，一部の授業は特殊学級，特別教育ユニットで学習

する方法。それか特殊学級で，あるいはユニットで学

習するけれど，一部の時間は通常学級で学習する。こ

れは通級指導教室に似ているわけですけれど。更に，

全時間を特殊学級ユニットで学習する方法。こういう

ことが1978年に提言されております。さらに，今回の

特別支援教育の在り方では6％～8％くらいの子ども

たちに障害があるという提言なわけですけれども，

ウオーノック報告では約20％の児童・生徒に特別な教

育的なニーズがあるというふうに推定しております。

それから，義務教育終了後の教育の継続。これは今回

の最終報告書の中では，個別の移行計画とか移行教育

計画，特殊教育諸学校の特殊教育センター化，リソー

スセンター化というのが出ております。

それから，教員の専門性についてです。これは日本

の大学でいう専攻科と認定講習による教師の再教育。

つまり，新たな考え方でいろんなことが始まるわけで

すから，発想の転換が行われる必要性を述べています。

それから，すべての教員養成学生への特殊教育分野の単

位の義務というのがあげられております。LDやADHD

などの子どもが一つの学級に二人，あるいは三人いて

も不思議ではないというふうに企画官のほうからお話

しがあったわけですけれども，そうなると小学校，中

学校，高校のすべての教員がその子どもたちの事を

知っておく必要があるわけです。すべての教員養成，

教員を目指す学生に対して，障害児教育の情報をいれ

ておく。そういうことが提言されております。

それからアセスメントの段階的実施。これも5段階

に分かれております。第1段階は学校の力量範囲内で

教育可能かどうか検討するということです。第2段階

は専門的指導力を持つ校内の教師または地方委員会か

ら派遣されるアドバイスを行う教師との協議を経て校

長と教員が対策を決定。この辺あたりがきっと校内の

コーディネーターの役割かもしれません。それから第

3段階，第4段階，第5段階と徐々に遡るにつれて，

いわゆる障害児教育の方面の色が濃くなっていくとい

う，こういう方法を提案しているわけです。

それから，これも障害児教育を担当している方々に

は耳の痛い話ですが，イングランド・ウェールズ・ス

コットランドで行われていた特殊学校と特殊学級の教

員に支給されていた特別手当を廃止することを提案し

てます。こういうことが出ております。

イングランド・ウェールズにおいて盲・ろう・難聴

の児童・生徒に，いろいろ教科について，特殊教育の

免許が必要ではないという法律があったんですけれど

も，それを改正して免許をとるようにという提案をし

ております。さらに，またインテグレーションという

考え方が出てきております。これも財政との関係で我

われはあまり議論していないんですけれども，財政再

建と連動したアメリカのインクルージョン教育とい

うものが提案されております。そしてスローガンが

「チャリティーからストラテジーへ」つまり障害児教

育を慈善から戦略へやって行くんだという政策へ変換

したわけです。

特殊教育を振り返ってみますといろんなことが言わ

れております。特殊教育の在籍率の変化を見ますと，

先はど企画官からご説明があったようにちょうど平成
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5年ごろから在籍率が上がってきております。これは

三つの原因があります。一つは，それまでは図の制度

ではなかった通級指導教室制度が国の制度になったと

いうこと。それから，その数年あとから障害児学級と

盲・ろう・養護学級に在籍する子どもたちの割合が上

がってきたということがあります。しかし，丸印は長

期欠席児童で，1年間に50日以上休んだ子どもの割合

ですけれども，ちょうど平成8年あたりから，特殊教

育制度に在籍している子どもの割合よりも上回ってき

ております。ですから，文部科学省の目玉として，一

つは特別支援教育の在り方の問題，もう一つは不登校

の問題というのが，いわゆる義務教育をめぐる二つの

大きな課題であると思います。

特殊教育の目的の中に，手厚い教育というのがあり

ます。子どもの一人当たりの教育コストは，かなり大

きくなっております。普通の小学校，中学校の子ども

一人当たりのコストの11倍かかっています。重度の障

害のある子どもたちも学校教育の中に就学して，多分，

障害が原因で学校教育の中から就学猶予を免除されて

いるのは百数十人ではないかと思います。学校教育終

了したあと，いわゆる特殊教育終了後の課題について

ですが，これは先ほどのコスト増とういうのをどう評

価するのかがあると思います。障害児教育の成果をど

う評価するのかというのは非常に難しいと思います。

成績アップなのか，それとも本人あるいは保護者の満

足度なのか，それとも就職率なのか。何を指標にした

らいいかわからないんですけれども，就職率というこ

とを見てみますと，児童生徒福祉施設・医療施設ある

いは小規模作業所等に学校教育が終わった後に行く子

どもたちの数，就職者の数を比較してみます。こうい

うふうに見ますと，97年あたりから，いろんな施設に

行く子どもたちの割合が増えてきております。就職者

の割合も減っております。昨今のように一般の失業率

も非常に高くなっている時代に，これは当然という話

もあるかもしれません。しかし，1984年から85年にか

けてすごく景気のいいときも結構施設に行く子どもた

ちの割合が増えてきたわけです。ですから，ノーマラ

イゼーションということが最近出てきておりますけれ

ども，ノーマライゼーションということを我われが本

当に理解していたのかどうか。これは国際障害者年で

もノーマライゼーションという言葉が出てきました。

障害のある子どもたちに一番良い生活っていうのは，

高度経済成長時代には，施設に入って安心した生活を

するのも，これも一つの方法じゃないかという考えも

あったような状況が読み取れるわけです。しかし，こ

ういう形になっていきますと，現在ノーマライゼー

ションというのが，障害児だけじゃなくて高齢者に対

しても言われてきております。介護保険制度が成立し

た後，高齢者に対してどういうことが起きたかといい

ますと，点数制になりましたから「うちのおじいちゃ

ん，おばあちゃん，点数からすると施設にいけるよ。

じゃあ行かせようか」というそういうことが増えると

いう事もあります。新しい産業として，高齢者用の施

設が増えてきていると。ノーマライゼーションという

のは障害児者，あるいは高齢者の立場から何が必要な

のかというところを考えるところがひょっとすると欠

けていたんではないか。これは障害児教育終了後の状

況からわかるんではないかと思います。先ほどいいま

したように，日本は人類が経験していないような高齢

化社会に入りつつあります。ノーマライゼーションと

いうことを，今の子どもたちが理解していないと，我

われがどんどんどんどん施設に送られる可能性があ

る。あそこの施設はうが立派だからそのほうがいい

じやないかという，そういう考え方も出てくる可能性

があるわけです。ソーシャルインクルージョンという

言葉が出ています。これは英国から，少子高齢化時代

への準備です。つまり国家がすべて20％・30％の高齢

者に対して，いろいろ対策をするということは困難に

なる。そうするとお互いに助け合うそういう仕組みを

作ろうという考え方が英国から提起されております。

そして実際，厚生労働省でもソーシャルインクルー

ジョンという議論が開始されております。

国際的な障害児教育の流れを見ますと，1960年代。

これは障害を病理学的なモデルとして考える時代でし

た。病理学的なパラダイムで障害児教育を考えていた

時代です。その後，1980年代から，SpecialEducational

Needs教育学的なパラダイムに変わってきました。

これは保護者の権利，ノーマライゼーション，あるい

はインテグレーション，早期教育の重要性，障害児と

非障害児は二つに完全に分かれるものではなくて連続

しているんだという考え方です。このへんのところは

LD，ADHDあるいは高機能自閉症の子どもたちを見

るとうなずけるわけですけれども……。それから保護

者の権利。これは保護者の立場から見ると，そうそう

とうなずくんですけれども，ただ行政者の立場から見

ると「保護者の権利と義務」という言葉がついてくる

わけです。今回の最終報告書を見ますと，今までの報

告書よりも保護者という言葉が非常に多いです。それ

からNPO法人。つまり保護者が独自に，自分たちが

意識を持って動きながらいろんなNPO法人を作り上
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げていくという，そういう態度を培っていかないと，

これからの障害児教育は成り立たないということを物

語っているのかもしれません。90年代になりますと，

システムアプローチの時代，つまり社会学的なパラダ

イムで障害児を見ようという，こういう流れが出てき

ております。その背景には，赤字財政の解消，それか

らアカンタビリティ－説明責任とか会計責任とかい

われていることですけれども。それから効率性，効率

性といわれますと，障害児教育の先生方からはしから

れます。しかし，効率性というのは安上がりという意

味ではないんです。ちゃんと積み重なっていくのかど

うか。例えば1年間に1千万円近いお金をかけている。

それがきちんと積み重なっていっているのかどうか。

その辺のところが問われているのだと思います。それ

から，パートナーシップの重視。いくつかの組織がいっ

ぱいできました。しかし，それも連携が悪ければ，本

当にお互い足を引っ張り合うということもあります。

システムアプローチを考えていく時代になってきたわ

けです。当然ながら，病理学的なパラダイムで考えな

くてはならない人もいます。重度重複障害児という子

どもたちは，やはり病理学的パラダイムで考えたほう

が分かりやすい。それからLDといわれている子ども

たちを考えるときには，教育学的なパラダイムで見た

ほうが納得しやすいとか，障害がある人々の一生とい

うQOLを考えた場合には，障害児教育ということを

社会学的なパラダイムで見たほうがいいのではないか

と思います。三つのパラダイムから，これからの障害

児教育を考えていかなければならないなと思います。

障害児教育の歴史的変化をみると，その底辺になが

れているのは，「チャリティーからストラティジー」「慈

善から戦略」です。ですからこの辺のところを日本で

もこれから問われていくんではないかと思います。

パラダイムの変換。私自身の解釈では，この特別支

援教育の在り方の最終報告は，2～30年の歴史的パラ

ダイムの変化を一気に縮小してやろうという意図を感

ずるわけです。ですから，いくつかの発想の変換をし

ないと特殊教育から特別支援教育へ動けないことがあ

るんではないかと。つまり，今までの障害児教育とい

うのは，特殊教育は障害，病理学的なパラダイムが主

流だったと思います。重度重複障害児，あるいは重症

心身障害児が最重度であって，医学的ケアがもっとも

必要であるという，これが特殊教育のスタンスでした。

ですから重度重複障害児に対しては一番経験の豊富な

人とか，免許も修士号も持っている人とか，そういう

人々を当てようというそういう流れだったと思いま

す。しかし，教育的パラダイムになってきますと集団

授業の中で，軽度の障害児をどう取り込むのか。この

ことに対する困難を克服するためどのようにチャレン

ジをしていくのか。これは特別支援教育の在り方の最

初のところで，重度重複障害児にもいろいろやらな

きやいけない，軽度の子どもたちにもいろいろやらな

きやいけない，そういう言葉があるわけですけれども，

非常に大きな発想の転換をどうするのか，二つを両方

やるためにはどうしたらいいのかという，大きな宿題

があるんじゃないかと思います。

それから，諸外国における盲・ろう・養護学校の役

割ですけれども，これはやはり教員の役割を，ティー

チヤーからエデュケーターにしています。これは特別

支援教育コーディネーターの中で謳われているとおり

だと思います。特殊教育教員の専門性の変化。治療教

育的な技術とコーディネーター技術。これはワーク

ショップ技術だとか，人を納得させる技術だとか，皆

をまとめる技術だとか，いろいろ苦情を取り入れて，

それをうまくまとめていくようなそういうコーディ

ネーター技術が必要だと思います。特別支援学校の中

では，学校部門とリソース部門。これは巡回指導と現

職教育センター的部分ですね。ですから障害児教育の

マルチカテゴリ化があります。当面，盲・ろう・養護

学校に，分かれておりますので，これが広島県で現在

行われておりますけれども，総合型の養護学校をどう

作るのか。それが完成したあとに特別支援学校という，

そういう歴史的な変換をたどるのではないかなと思い

ます。

それから，ただ懸念することが一つあります。とい

うのは，イギリスでも1993年ごろから同じような動き

があります。しかし，イギリスの場合は日本と比較す

ると人口当たりほぼ3倍の盲・ろう・養護学校の数が

あります。イギリスでも盲・ろう・養護学校をリソー

スセンター化しようという動きは出ていますけれど

も，日本の場合十分な数があるかどうかというのが一

つ，問題であると思います。それから，特別支援学教

室というのはどういうものかということなんですが，

これはスクールクリニックというものがすでにデン

マークにあります。一つの教室の中に，さまざまな障

害児が使える設備がある。現在の障害児学級や通級指

導教室というのは障害ごとに分かれております。です

から障害に即したような設備がありますけれども，そ

ういう状況ではなくて，いろんな子どもたちが使える

ような設備が一つのクラスの中にある教室です。それ

から軽度障害児についてアメリカの論理を紹介してお
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きます。軽度の障害児の基礎的な学力の向上を破棄す

ると，さまざまな社会的な犯罪の被害者になる可能性

が高くなり，初期からいろんな教育を行うということ

が，別冬的には経済的には合理的なんだという，そう

いう考え方が出てきております。韓国の動向を紹介し

ます。これは，1994年に改訂特殊教育振興法というの

ができました。その中で出てきた内容は，特殊学級に

在籍する児童・生徒は原則的には通常の学級に籍をお

いて，時間を区切って特殊学級で学習する子どもと全

日制の特殊学級に在籍する子どもがいる制度です。こ

れは日本の自校通級と類似した制度と盲・ろう・養護

学校から巡廻教師制度，こういうものが出てきており

ます。そして，幼稚園，小学校，中学校，高校にも特

殊学級があります。日本でも高校に障害児学級あるい

はリソースルーム，通級指導教室を作るかどうかって

いうことになると思うんですけれども，法律的には高

校に障害児学級があってもよいことになっています。

しかし，現在私が聞くところによると日本には公立高

校には設けられておりません。

日本の特殊教育とOECDのデータを比較して見ま

すといくつか考えさせられるものがあります。日本で

は障害児教育制度に在籍する児童・生徒の割合が約

1．5％ですけれども，これはOECDの国の中では，オー

ストラリアについで低い割合値を示しております。ア

メリカは約12％です。何が理由でこういう格差がおき

たのかは，いろいろこれから考えるべきであると恩い

ますし，日本がこれから8％ということを目指すと，

海外の障害児教育の制度を日本流にいろいろしなけれ

ばならないという作業があるんではないかと思いま

す。

障害児学校の状況について，国際比較をしてみたい

と思います。オーストラリアは教師一人に対して大体

6．3名の子どもを持っております。デンマーク2，ド

イツ6，アイスランド1．3，イギリスは8．1，アメリカ

は7です。大人と子どもの比率も出しています。大人

としてはいろんな職種の人がいます。01∃CDの定義

では大体教師の給料を3分の1から3分の2くらいの

給料で働いている人を全部含めるというふうに書いて

あります。オーストラリアは3．1，デンマークが1，

アイスランドが1，そのほかは2．5とか5．7となってお

ります。日本の場合を見ますと，これもどういう風に

計算したらいいのかわかりません。大体，教諭，助教

諭だけを集めますと，割合としては1．82です。そして

全体，本務，それから兼務者をあわせますと1・52とい

う，数値が出てきます。先ほどのデーターと比較しま

すと，日本よりも，一人の大人が子どもを担当してい

る割合が少ないのはデンマークとアイスランドだけと

いうことになります。

さらに，日本の場合の障害児教育は虫度重複が多い

から，変わる必要はないんだというそういう意見も出

てきております。しかし，アメリカの盲・ろう・養護

学校に行っている子どもの割合は，日本とほぼ同じで

す。多分，アメリカで言われる壷複障害児と日本でイ

メージする重複障害児というのはほぼ同じじゃないか

なと思います。アメリカの場合，重複障害児のうちい

わゆる盲・ろう・養護学校に在籍している重複障害児

の割合というのは約28％。それから，特殊学級での在

籍が51％。リソースルームに11％。通常の学級には約

9％というこういうデータもあります。ですから，一

概に日本の盲・ろう・養護学校は重複障害児が多いか

ら，変化する必要がないという事は言えないのではな

いかと思います。

韓国からのヒントが一つあります。先ほどフロアー

から当面どこの国っていうふうにお話しがあったんで

すけれども，私は個人的にはまず当面は韓国ではない

かと思っております。重度・重複障害児の就学や教師

一人当りの担当する子どもの数の多きなど，課題はあ

ると思うのですが，特殊学校による巡廻学級による支

援というのがすでに行われております。学生数が1200

名。韓国は日本の人口半分くらいですので日本人にも

し当てはめると，この2倍くらいの子どもたちに対応

していると思うんですけれども。高等学校でも支援し

ています。それから，特殊学級。これも先ほど企画官

のほうから時間を区切っていろいろやる話が出ました

けれども，全日制の学級，これは多分いわゆる日本で

やる特殊学級と同じだと思います。それから時間制と

いうのは時間を区切って対応する方法が，幼稚園，小

学校，中学校，高校ですでに行われております。現在，

通常の学級の課題というのがいろいろあるわけですけ

れども，今回の特別支援教育というのは障害児教育の

問題だけではなくて，通常教育の問題も一気に解決す

るという，ある意味では教育改革的な要素があると思

います。今までいじめだとか，不登校，学級崩壊，校

内暴力ということだけ言われておりました。10月に出

ました中間報告の中で，知的遅れがなくて，学習面や

行動面に困難性を持つ児童・生徒。これが6．3％もい

るという結果が報告されています。一つのクラスに二

人や三人いてもおかしくないという，そういうことが

言われております。これを実行するとかなり今までの

カテゴリといいますかパラダイム，治療教育的なパラ
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ダイムから教育学的なパラダイムへ大きく変わらない

と，これは実行できないんではないかなと思います。

6．3％というデーターは担任からの意見でありますけ

れども，文科省は4年に1回くらい児童・生徒の意識

調査をしています。1998年の調査で，授業がほとんど

わからない，わからないことが多いという子どもたち

が，中学校になりますと20％くらいになってしまいま

す。その子どもたちにもどういうふうにいろんな対応

をしていくのかということを，やはり考えていかなけ

ればならないという課題があると思います。

特別支援教育は治療教育的なスキルと組織論的な戦

略というのが必要だというふうに思います。特別支援

学校がいろんな支援協力を行う。そして，福祉・医療・

大字等，いろいろ連携しながら子どもたちを助けてい

くという，こういう総力戦といいますか，そういうメッ

セージが最終報告にはあるんではないかなというふう

に思います。広域特別支援連携協議会。すでに厚生労

働省下で行われております障害児者地域支援事業の中

のモデルとかなり似ております。厚生労働省下の制度

にもコーディネーターという職種の方がいるわけです

けれども，その厚生省下にあるものと，文科省下にあ

るものとの役割分担も考えていかなければならないな

と思います。

日本は制度をなかなか変えようとしない事が多いの

ですが，これ「エコノミスト」で「SadnessofJapan」

というものが出ております。なかなか日本は変われな

い。先はど韓国の状況を示しましたけれども，1994年

から変化しております。日本もやっぱり動かなきやな

らないんじゃないかと思います。障害児教育は約1．5％

という非常に少ない子どもたちを対象とした分野でわ

れわれは働いております。しかし，我われが制度を変

えたり，組織的な新しいチャレンジができるというこ

とを見せることによって，制度の変革に対する問題提

起ができるんじゃないかなというふうに思います。ご

清聴ありがとうございました。

【司会者】

落合先生ありがとうございました。次に，広島大学

大学院教育学研究の林先生にお話を頂きます。

＜テープ1終了＞

＜テープ2＞

【林】

中で，どうやって実際に教育を進めていくことがで

きるんだろうかと。中身はわかりません。でも，そう

いうことをキーパーソンがその場を学校というところ

に求めていこうとすると，それを学校をあげてどう取

り組んでいくのかということが，これから大変重要な

ことになるのではないかなと思います。この3名とい

う形で私のところへ話が来たとき，私が応えることが

できるとすれば，学校経営学，教育経営学ということ

を専門にしておりますので，学校の中で，どういう人

と人とのかかわりが必要なのかということではないで

しょうか。今は教育改革の流れの中で，学校経営では

自主的，自律的な学校経営ということが言われます。

その在り方というのは，組織マネージメントというふ

うなことで言われています。小・中・高等学校勤務の

方，それから盲・ろう・養護学校の勤務の方も，今年

から学校評価システムが動き始めました。あるいは人

事評価で，自己申告によることが動き始めました。そ

れぞれ状況が進んできています。それを学校をあげて

どういうふうに取り組んでいくのか。教育の質の向上

をどう果たしていくのか。またそれを進めてアカンタ

ビリティというものにどう取り組んでいくのか。そう

いう一連の流れの中で教育改革が進んできているとい

うような状況です。そういう観点で学んできたものと

いうことで，私が話ができるのかなというふうに気持

ちを切り替えて，一生懸命その報告書なにがしの，あ

るいは中間まとめとか，それから21世紀の特殊教育の

在り方に関する調査研究協力者会議の最終報告とか，

文科省のホームページからダウンロードして，それか

ら最終報告については，いただいて勉強をはじめまし

た。私も言うことは同じだなというふうに思いました。

それが，資料でお配りしている1ページから4ページ

のものです。

時間もありませんので，言いたいことを言おうとす

ると1ページで終わってもいいと思います。2ページ

のところはちょっと問題かなと思うんですけれども，

小学校中学校における特別支援教育体制の確立をめ

ぐってということで，私がこれまで学んできた知見か

ら，2点ほど，前提と特別支援教育コーディネーター

への期待ということで整理をしました。一応時間的に

は15分位我慢できますよね。トイレ，私もちょっと危

ないなと思いながらずっといるんですけれども，自由

に出入りしてください。それでは進めたいと思いま

す。

専門について言いましたけれども，「納豆大好き」

ということが私の言いたいことです。その話がどこま

で，どういうふうにつながっていくのかということは

聞き漏らさないようにしていただけたら，私は非常に

満足して，今日ゆっくり眠ることができると思います。

大事にしてきた視点というのを二つお伝えしようと思
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うのです。一つは，組織的活動の推進における経常の

必要性の理解を共有すること。なぜ経営ということが

大事にされなきやいけないのか。経営と聞くと拒否反

応があるというふうに聞かされるのですけれども，誰

もが組織的な活動を進めていくためには，学校が目指

すところを。その教育を通じて，どう提供しようとし

ているのかということについて思いをいたさなくては

いけない。自分の守備範囲だけをやっているというこ

とではなくて，自分がやっていることがどういうこと

につながっているのか。学校の目指している目標にど

うつながっているのかということが意識されなきやい

けないと思うのです。それをすすめていくということ

において，計画し，実施し，それを評価して，改善し

て次の計画に役立てていくということです。いろんな

個々の教育活動そのものを考えていただいても，そう

いう活動は必ずやっています。それを学校組織として

どういうふうに取り組んでいくのか。

学生なんかに学校経営学という授業をすると「校長

や教頭がする仕事の話？」「お金の話？」よく言われ

ます。そうじゃなくて，組織を通して，組織としてど

ういうふうに教育活動を展開していくのか。そのため

に必要なのが経営という概念ですよと言っています。

単にリーダーのみが知っておくということではなく

て，自分の仕事が学校全体とどう結びつくのかという

ことを知っておかなければならないと。では，なぜそ

れが必要となってくるのか。

それを二点あげておきました。一つは，資源有限の

認識の共有です。限られた期間の中，限られた時間の

中で，限られた人・物・金という資源，情報というも

のを組み合わせて，いかに初期の目的を達成していく

のか，そういうことが必要となっているということで

すね。もちろん学校経営っていう中では，私は与えら

れた条件として，人がもう一人二人，小学校であれば

三人おれば小学校はもっと楽になると。一人でもいい

から替わりがいれば，もっと楽にまわるというふうに

思われるけれども，これは条例で定数が決まりますの

で，その中でやっていかなければならない。それから，

施設・設備，その施設・設備というのももっと良けれ

ばできるのだけれども。危険な部分というのは何とか

しなきゃいけないのですけれども，その中でやってい

かなければならないと。あきらめてしまうという状況

にあったら困ると思うので，このごろはそういう限ら

れた支援なんだけれども，それは学校の努力でどうに

もならないところは行政－設置者管理主義，負担主

義ということが原則ですから，そこへ声を上げていか

ないといけない。そういうふうに言いますから，行政

の方々がいらっしゃるところではちょっと嫌われるよ

うになってきました。でも，そういう思いで学校経営っ

ていうのを考えてみたいなと。資源は有限なんだ。そ

の中でどう工夫をしていくのか。学校の中でできるこ

とっていうものは，学校として具体的に動いていかな

いといけないんではないかという理解の仕方です。

経営というのはどうでもいいのかっていうと，私は

三つの視点を，経営の取り組みということでいつも

言っています。一つは効果的，もう一つは合理的，そ

して人間的ということで常に言っているところです。

特に人間的。組織そのものが人をよりよい人に育てて

いく。そういう組織が，教育の組織だと思います。も

う一つは，人を人と認めるということ。つまり，教育

活動の基盤というものを人間的という言葉に持たせた

いなと思っています。一人一人の子どもが大事にされ

ること。その子どもに一般的な教育という目標と，そ

の子どものニーズに応じて教育を提供していくってい

う，そういう教職員の在り方が非常に大事なのではな

いかなというふうに考えているところです。

もう一点大事にしたいのが，二つ目のところです。

「私たちの地域の，私たちの学校の，私たちの子ども

たち」への肯定的な関心から出発すること。人や物や

金というのは限られているから何もできないというこ

とではなくて，その限られた中で，どういうふうに活

かしていくのか。それを最大限活用－人の活用って

いうのは，あまり好きな言い方じゃありませんけれど

も。それを活かして学校の目指す方向というものを追

及していくのか。そういうふうに見ていくということ

が大事なのではないかなと。子どもが，こんな子ども

でなかったら，もっと楽なのにというのではなくって，

この子どもにできることはどういったことなのだろう

か。そこから出発していく。肯定的な関心を持って出

発していく。これをなくしてはいけないんじゃないか

というふうに思っています。それは地域，あるいは学

校，その子どもたち，それぞれがいろんな違いを持っ

ているわけですから，そこをまず出発点にしなければ

いけないだろうと。そういう面では，今日の特別支援

教育という，その中で上がってきています。個別の教

育支援計画ということが，侍に取り上げられてきます。

それは障害のあるお子さんに限ったことではなくて，

学校として，そういう視点で取り組んでいくというこ

とになるんじゃないかなと思うところです。

そのた釧こも学校の持つ条件性に注目してと言いま

した。人の条件や物的な施設・設備の条件，財的な条
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件，そういうものは学校によってそれぞれ違っている

だろうと。そこの中の条件に合わせて，現実っていう

ものがどうであるのか。そして学校が組織としてどう

いう教育活動を提供していこうとするのか。そこのと

ころを，現実の「ある姿」を踏まえて，「あるべき姿」

というのに向けて教育活動を進めていくということも

あると思いますが，一足飛びにそこまではいきません。

「あるべき姿」はわかっているけれども，現状からす

ぐにそこにいくということにはいかないだろうと。そ

れを私自身は，ステップバイステップで「あり得る姿」

として現状を「あるべき姿」に近づけていくために，

どういうステップを取っていくのかということを強調

してお話しをしています。学校評価システムというこ

とに去年，一昨年と関わってきたものですから，その

中でも強調させていただきました。中期の経営目標と

いう関係と短期の経営目標という関係，現状というも

のを踏まえた上でそれを考えていく。「現状のある姿」

それから，中期の経営目標っていうのは3年程度って

いう言葉で示させていただいておりますけれども，そ

れも「あるべき姿」として3年程度でどこまで到達す

るのか。それを年度毎で，短期の経営目標でどこまで

到達していこうとするのか。それを「あり得る姿」と

いうような形で押さえていただけたらいいのかなと

思っています。

そういうことを考えて，そういうアプローチをとっ

ていくということが非常に大事ではないかと考えてい

ます。その二つのことをあわせると，一人一人のメン

バーが自分の役割を組織全体の中でながめ，位置づけ，

自己の持ち味・専門性等を組織全体の方向性と一致さ

せていくという組織人・経営人として行動しているこ

とというのが非常に求められているんではないかなと

思うところです。障害児の教育に当たって，例えば小

学校，中学校という現場の中で働いていらっしゃる方

にとってみれば，どういう状況に今おかれているのか

なと。非常に大変つらい思いでいるのか，それとも学

校の中で他の教職員と協同して働いていくことができ

て，自分の苦労もわかってくださる人が多くいて，そ

の苦労を苦労と思わないでいるのか。子どもとの付き

合いというか，子どもとの教育に当たって，非常に私

は清足しているんだけれども，これは体もえらいこと

もあるけれども，でも学校の中で自分の仕事っていう

のは，非常に認められていなくてつらい思いをしてい

るという。どっちですか？皆さんは元気で働いておら

れます？何かそのニヤこヤこヤっとしたのが不安な感

じがしますが……。

私はその中で納豆でなければいけないなという話を

これからします。教職員一人一人を大豆にたとえるの

は非常に申し訳ないのですけれども，大豆を三態あげ

ておきました。国産丸大豆とかよくいっています。ど

この産でも良いのですけれども，力のあるおいしい豆

を教職員一人一人にたとえてみてください。虫が食っ

てたとか何とかいうのではなくて，中身は指導力不足

と…とかなんとかいって，細かな…それはおいてくだ

さい。私は広島県の教師というのは，一人一人が力の

ある，指導力のある教師であってほしいというふうに

思っておりますので，そこを前提に話をしますが…。

その人たちが2月…いつでしたっけ？節分のとき豆を

まく。炒り豆状の。あれ，なんばくらい食べられます？

昔は，子どものころはたくさん食べたかったでしょ

う？もうそろそろ，そんなにたくさんいらない時期に

なってきたかも知れないですけれども。豆を好きか嫌

いかは別として，食べておいしいものを想像してくだ

さい。その炒り豆をほっとこういう机の上に置いたと

き，その豆はどうなるか。ばらばらばらっと転がって

いくだろうなという話です。教職員一人一人がばらば

らばらっと転がっていくようなところで，仕事をする

と非常につらい。それが一つですね。

それからもう一つ，豆腐です。豆腐っていうのは…

今日，冷ややっこを連想した人います？豆腐。豆腐は

学校全体として一つの中身あるものだと，学校を象徴

するものだと考えてみてください。豆腐は大豆を搾っ

て，豆乳から作りますよね。学校全体として見栄えは

良いんだけれども，教職員一人一人が搾り取られた状

態だと考えると…。おからは私も好きですけれども，

どうでしょうね？疲れ切りますよね。でしょう？だか

ら，10月ごろになったら「私かわりたい」と言ってか

ら異動の希望が出るというようになりかねないですよ

ね。そういうふうな状況の中でいくと，教職員それぞ

れというのは，自分がつらいだけですから，それがど

こに響いてくるかというと，やはり教育という，子ど

もというところに響いてくるというふうに私は思いま

す。そうじゃなくて，私は納豆っていうのかなって思

うんですね。納豆食べます？広島県人は納豆食わんと

いう，山口県人の先生を知っているんですけれども。

食べますよね。247回混ぜてください。匂いも何もか

もなくなるそうです。ほんまにやると，ぐじゃぐじゃ

になりますからやらんほうが良いと思いますが。

何が良いかというと納豆の糸です。糸。あれは良質た

んばく質ですよね。糸でつながっているという。一粒

一粒に力があって，糸でつながっているという状態が
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学校経営で，私は理想とする姿だろうと思っています。

その大豆一粒一粒，本当に腐っていると糸を引きませ

ん。納豆は発酵しているんですから。その一粒一粒に

教職員一人一人がなって，ばらばらでない糸でつな

がっているという状態が理想的なんじゃないかなって

思うんですね。いろいろな出汁が，出汁じょうゆがい

いかもしれない。ねぎもいいかもしれないし，おかか

もいいかもしれないし，いろんなものを組み合わせて，

いろんな味を出していく。ハーモニーを出していく。

醸し出していくっていうことを全員の先生方が考えて

いかないといけないんじゃないかなと思うんですね。

そういう意味で，私は「納豆大好き」ということをこ

こであげておきたい。

予定した15分がきました。ここで終わってもいいん

ですが，ここで終わると私自身に悔いが残ります。後

5分ください。そして2枚目にいってください。職員

一人一人が納豆で，一粒であるということを言いまし

たけれども，その納豆の一粒にこれから特別支援教育

コーディネーター（仮称）ということをひっつけて，

納豆の一粒として考えておきたいことをお話しさせて

いただこうと思います。

一番目にその前提をあげておきました。通常の教育

ということで，私もここで与えられたことがこれでよ

かったのかどうかということを気にしながら書いてい

るんですけれども，これから新たに，特別支援教育体

制という形で臨もうとしたときに，学校の中にはその

前提として，学校の学びを重視する組織文化を確立し，

教職員問に成長的・挑戦的な組織風土を醸成していく

ことが前提として必要であろうというふうに思ってい

ます。

特別支援教育体制というものが何者かっていうのが

少し勉強不足で困るので強い分野に引き付けてという

ので，今年度から広島県－県立学校の場合は昨年度

からということになりますが，学校評価システムを例

としてということで少し書いておきました。したがっ

て，その2行目からですが，自らの守備範囲で日々の

実践をこなせればいいと組織文化に支配された学校，

炒り豆の学校という状況にあるとうまくいかないだろ

うと。問題を問題と捉えられない教職員集団で構成さ

れた学校。一枚岩でということで，豆腐のようにきれ

いになってしまっているという中では往々にしてこう

いうことは起こりがちだということです。あるいは認

識された問題を学校組織の課題としてコミュニケー

ション過程にあげることのできない硬直した組織風土

に覆われた学校。自分は問題があるなと思うんだけれ

ども，これをいうとまた問題が紛糾するのかなと黙っ

てしまう。そういう学校であればうまくいかないとい

う状況です。実際に，そういう学校であるといけない

わけですけれども，特別支援教育体制の中で，これか

ら進んで行こうとするときに，そういうふうな状況で

あればそううまくいかないだろうと。共通理解，糸を

引く納豆と書いておきました。誰もがそういうことの

必要性というものをきちっと理解し，それに自分の教

育活動というものがどう関わるのかということを常に

意識しておく。われわれの学校，私たちの学校の子ど

もたちとして，自分の守備範囲の子どもとして理解し

ておくという視点ですね。自分の担任する子どもだけ

じゃなくって，全体，1千人もいる学校でというのは

非常に難しいわけですけれども。でも，自分たちの学

校の子どもたちだという視点ですね。クラスが違えば

違う。学年が違うと違うっていうんじゃなくて，全体

で見ていく。全体の子どもを見ていく，そういうふう

な視点を持っている。そんな中で，教師一人一人が高

まっていく，成長していくという，そういうような学

校というのが非常に大事だろうと考えるところです。

その中で，二つ目ですけれども，特別支援教育コー

ディネーター（仮称）への期待ということで，学校内

を開く。外部との関係のコーディネートという仕事は

あると思いますが，特に，その仕事の中で私は，学校

内で学校を開くということで，納豆の糸を紡ぎだして

いくということが必要だろうと思います。また，抱え

込まないことをあげました。一人一人が，先ほども企

画官の話の中で，質疑応答の中にもありましたけども，

その人に仕事を押し付けてという状態にしないという

こと。それが非常に大事な視点だろうと思います。

往々にして学校は多忙です。人的な条件というのも

整っていません。ですから，担任をしながら，そうい

う仕事もしなきやならならいという状況も目に見える

ようです。だから，そういう面では行政のほうにこの

仕事を…例えばこの仕諷　コーディネーターを置くと

いうことになれば，この仕事は専科としてそこへ配置

するというくらいの気構えがなければ動かないと。

このいい例が，今年から始まっている学校図書館の

司書教諭です。司書教諭，私の教え子二人が，司書教

諭に発令されました。勤務して2年目。とてもこうい

う仕事はできません。本当に実際に機能させようとす

るとこの最終報告の中にもあります，このコーディ

ネーターというのは学校のことが良くわかっている，

学校がどういう活動を進めていくのか，小学校であれ

ば一年生から六年生までの教育課程そのものがわかっ
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ている。発達段階に応じてどういう手だてが必要なの

かがわかっている。そういう人がなっていかないと，

いろんな相談事にのったり，いろんな連携をとってい

くというのはできないと思います。そういう意味では，

学校を開いて一つにつながっていかなくてはいけな

い。自分だけでやるっていうことではないということ

です。そういう意味で，学校内を開くこと，抱え込ま

ないことをあげておきました。

その下に2点目にあげているのは……。では学校を

開くとか，抱え込まないという中で，特別支援教育の

重要性を学校の中でどういうふうに伝えていくのかっ

ていうことが大事だろうと。その視点を二つあげてお

きました。学校のこともわかっていかなきやいけない

し，特別支援教育の重要性ということもきちっと理解

していかなくてはいけない。両方ともを結び合わせて

働いていかなきやいけないという意図でそこにあげま

した。そういう意味で，学校経営に対する特別支援教

育コーディネーターからの情報発信をという形であげ

ておきました。

私自身がとらえる学校経営学という中で考えてみる

と，特別支援教育コーディネーターの存在は，イコー

ルで三つほどあげられます。人的資源や施設・設備，

獲得した情報など，活動した学校の条件を把握した存

在。学校のことを良くわかっている存在でなきやいけ

ない。それから，学内での組織を個人の持てる力を活

用するなどして，それらを学校の教育活動に生かして

いく結節点となる存在であると。いろんなものを調整

しているわけですから，いろんなものをわかっている

と。そして，学校における特別支援教育に対する期待。

これは一般的にこれはどういうことを求められている

のかということと，それと自校のもつ条件性。その両

視点を勘案することのできる存在。それが必要ではな

いかなと思っています。要するに，その特別支援教育

で，何をどうしていくのということをきちっと伝える

ことができる人。それは理想的なことだけを学校でこ

うしたら良いんですよ。ああですよと言うんではなく

て，学校が抱えている条件というものを併せると，ど

ういうようにそれが活かされなきやならないのかとい

うことを提案して－情報発信していくことのできる

人であることが求められるのではないかなと。そうい

うことを期待したいなというふうに思っています。

ですから，情報発信にあたってということで二つあ

げました。理想的な在り方を提案していくという視点

と，それから，自校の中で，その在り方と充実の方途

とを提案していくということが，基本と考えます。そ

のた糾こ，1としては理想的な在り方の視点でという

ことです。2としては学校の条件っていう意味を併せ

てということであげておきました。そういうことを通

じて，学校の中に特別支援教育の重要性，必要性につ

いて学校全体で共有していくということ。それと，自

校の現状を踏まえた特別支援教育体制の充実方策に学

校の全教職員が取り組むことというふうに近づけてい

く，そういう存在であることを望みたいなと思ってい

ます。現在コーディネーターそのものが置かれていな

いわけですけれども，そういうお仕事をされている先

生方にエールを送りたいと思います。学校内を開く。

抱え込まないという中で，そういう視点をこれから，

「がんばらなくてもいいから具体的に動いていってい

ただきたい」なと。相田みつをさんの言葉を添えてお

きたいと思います。

これで終わったらいいのですけれども，後2枚あり

ますが，参考までにあげておきました。学校の中で，

実際に，今すぐにでも求められている視点というのを

あげておきました。危機管理という言葉ですので，

ちょっと誤解を招かないかなと少し心配しております

けれども，いかによりよい教育を提供していくかにあ

たって，いろんな状況というのが，学校教育の遂行の

視点で考えたときに踏まえておかなければならない

「開かれた学校づくり」という観点と併せて，2枚で

まとめておりますので，何かの参考にしていただけれ

ば幸いです。結局，15分と言いながら私に与えられて

いた30分という時間を使いました。お昼休みが少なく

なって申し訳ございません。以上です。どうもありが

とうございました。

【司会者】

林様，ありがとうございました。これで，午前の部

第1部を終わらせていただきます。
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【司会者】

お待たせいたしました。第2部のパネルディスカッ

ションを始めます。このパネルディスカッションは，

コーディネーターの落合俊郎にお任せいたします。よ

ろしくお願いいたします。

【落合】

はい。それでは，第2部のパネルディスカッション

のほうに移りたいと思います。第1部では，今後の特

別支援教育の在り方について，最終報告書が出たわけ

ですけれども，そのことについて内藤企画官のほうか

らお話をいただきました。それから，私が経済的な背

景，国際的な動向等からお話をいたしました。また，

林先生のほうからは，通常の教育から，いろいろご提

言をいただきました。今回のこのフォーラム自体がこ

れまでとかなり異なった方法で行っています。ま

ず，1つは，従来，特殊教育，障害児教育，そういう

分野ですと，障害児教育講座なり障害児教育実践セン

ターが主催というふうになるわけですけれども，ごら

んのとおり，今回の共催には大学のすべての教育に携

わるセンターと施設が参加しております。それから，

林先生のほうからご提言いただいたわけですけれど

も，実際に内容について込みいったお話をしておりま

せん。廊下で挨拶する程度のことでありまして，実際

は話をしておりません。そういうことで，かなりこれ

も今までのパラダイムを破るという表現を使えばいい

かわかりません。

いろいろ話をいただきまして，第2部に移るわけで

すけれども，まず5名の方々からお話をいただきたい

と思います。まず最初は，重度重複障害児の保護者か

らのご意見として，織田さまからご意見をいただきた

いと思います。その次に，LD児保護者の立場から伊

藤さまのほうからお話をいただきたいと思います。た

ぶん私の知る限りでは重度重複障害の保護者の方と，

LDの保護者の方が席を同じくして，ここに座ってい

るというこういう状況というのもかなり珍しいのでは

ないかと思います。軽度は軽度，重度は重度，医療的

ケアとか，席を別にして議論をしていることはあると

思うのですけど，一緒に話し合うっていうことを私は

余り見たことがないんですけれども……。そういう状

況です。さらに，東広島市立八本松小学校の所迫先生

のほうからも，現場の立場から様々なご提言をいただ

きたいというふうに思います。さらに，広島県教育委

員会障害児教育室長の室積先生のほうから，いろいろ

ご提言をいただきたいというふうに思います。また，

広島県障害児学校長会長の永井校長先生のほうから

も，これからのさまざまな在り方についてご提言をい

ただきたいと思います。その後，このパネルディスカッ

ションの進め方ですけれども，休憩を10分ほど取らせ

ていただきまして，5名の方々から，お互い話が出た

後に，お互いに対して質問したい，言いたりないこと

があるとか，そういうことがございましたら，つけ加

えてパネルディスカッションのほうに入っていきたい

と思います。それがとっかかりで，後はいろいろ自由

な討議をしていくという方法にしていきたいと思いま

す。それではまず，重度重複障害児の保護者からのご

意見として，織田さまの方から，ご提言をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

【織田】

すみません。織田です。重度重複障害児の保護者よ

りということで発言させていただきます。重度重複障

害と言われましてもいろいろな障害がありますので，

簡単に自分の，我が子の紹介と，学校での医療的ケア

に携わるまでの経緯，親として教育に望むものについ

てお話しさせていただきたいと思います。

我が子「わたる」は21トリソミーのダウン症として，

平成5年3月に産まれました。出生当初より，ダウン

症の合併症である先天性十二指腸閉塞のため生後3日

目に手術を受けて，すんでのところで一命を取り留め

ました。その1ケ月後には両眼の水晶体を白内障のた

め，すべて取り除く手術をいたしました。その後点頭

てんかんを発症し何度も繰り返す入院生活からなかな

か抜け出せずにおり，特にてんかん発作が彼の脳に大

きなダメージを与え，現在10歳になっ七おりますが，

寝たきりで，生活すべてにおいて，介助が必要な状態

です。

退院直後から頸管チューブ。鼻から胃まで管を入れ

ているんですが，その頸管チューブからの注入。注入

というのは栄養を入れています。排疾ができないため，

吸引と吸入が必要です。タンが取れないからタンを機

械的にとってあげたり，出やすいようにネブライザー

という霧状のものをのどにあてたりしています。発作

時には－てんかんの発作の時には呼吸のできない無

呼吸状態となりますので，酸素を流すこともあります。

いわゆる，医療的ケアといわれることを家庭で行わな

ければ，彼は家庭では生活できませんでした。

当然のように，私たち家族は家庭で医療的ケアを

行っておりましたが，私たち家族はその実際の行為が，

医療的ケアと呼ばれる特別な行為ということは全く知
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りませんでした。食べられないから栄養剤を注入する。

タンがとれないから吸引する。タンがでやすくするた

釧こ吸入する。酸素がうまく吸えないから酸素を流し

てあげているっていう感覚で，生活の一部として行っ

ていました。しかし，彼の就学近くになって，1998年

頃なんですが，家庭で行っている行為が医療的ケアと

呼ばれ，学校に行くためにはその行為が通学を妨げる

高いハードルとなっていることを初めて知り，医療的

ケアについて本格的に学んでみようと考え，所屈して

いる親の会に援助を受けて，全国的な研修にも参加さ

せていただきました。これは参考資料の1と2とあり

ます。

その全国的な研修に参加させていただいて，いろい

ろな方々と情報交換する機会を与えていただきまし

た。このとき感じたことですが，障害の有無にかかわ

らず，就学は無条件で子どもたちに保障された権利な

のに，なぜ医療的ケアが必要な子どもには通学の保障

がないのだろう。家族の付き添いがあり，学校で家族

が医療的ケアを行えば通学できる。そんな条件付きの

学習保障は何か違うのではないか。最も弱い子ども達

を守る数育って何だろう。障害の重い子ども達の教

育って何だろう。いろんな人に支えられて生きていけ

る力をつけることも教育じゃないかと考えていまし

た。そんな思いの中で，結局学校の先生－教委の方

が家庭に来てくださる，訪問教育制度を選択せざるを

えませんでした。

就学して，2000年からは，学校での医療的ケアを考

える会というのを作りました。この会を作った目的は，

医療機関－いわゆるドクターや看護師の方，学校関

係者，学校の先生，学校に関わる方々と福祉関係，施

設の方ですね。いわゆる施設に入っていながら学校に

通っているお子さんもいらっしゃいますので，施設関

係者。それから行政関係者，これはもちろん，県の教

育委員会，市の教育委員会です。方々に働きかけて，

子どもを取り巻く関係者の方々で考えていただく場を

提供させていただきたいと思ってこの会を立ち上げま

した。多くの方々と考え学んでいく機会をその会でい

ただきました。

また，時を同じくして文部科学省の委託を受けた広

島県教育委員会としても，学校における医療的ケアに

ついて実践研究が進められ，2002年度は広島市教育委

員会として医療的ケアの研究がなされるようになりま

した。今年度は広島県教育委員会として県下9校に看

護師派遣も決まり，広島市教育委員会としても引き続

き研修が継続され，市立広島養護学校に看護師派遣が

されるようになりました。

この間題は看護師派遣では解決できない，さまざま

な課題があります。例えば，医療的ケアの行為の限定。

どこまでやるのか，誰がやるのかという限定もありま

す。緊急の対応時，この医療的ケアの子どもの状態，

緊急の場合には本当に何がおこるかわからない。その

対応をどうするのかという問題もあります。また，通

学のバスには看護師が同乗できないので医療的ケアが

必要な子どもは，通学のバスに乗れないという状況で

す。

もう一つ，すごく今わたしも課題になっているんで

すけど，学校以外の活動，例えば野外活動，遠足，修

学旅行では看護師派遣が難しいとの間定・課題が多く

残っております。しかし，この看護師派遣によって子

どもたちが安心して通える学校づくりが始まったと実

感しております。これからは条件整理をさらに行って

いただき，医師というよりも，小児神経科医とか本当

に障害があるお子さんが，一番そばに携わっている先

生方－ドクターに巡視相談として学校に来てもらっ

て，教員の方々と相談できる巡廻相談とかできたらな

と思っています。また，教員ができる医療的ケア。看

護師だけがやるんではなくて，緊急時対応時には教員

もやれるものは何かということを考えていただけたら

なと考えております。

たくさんの課題がある中で，しかしながら県と市の

両教育委員会の方々は，この医療的ケアのことに関し

て，たくさんの教育的問題もありますけど，このケア

のことに対して本当にお力添え，ご尽力をいただいた

ことは一人の親として本当に感謝しております。障害

が特別なことではないと私は思っています。どんな方

にも障害が起こりうる。病気やけが，事故によって障

害が起きることがあります。だから，特別な障害者だ

けが障害がでるのではなくて，私たち普通と言われて，

普通という言葉が大嫌いなんですけれども，本当に障

害がない方でも病気やけがで障害が起きることがあり

ますので，障害は特別なことではない，誰にでも起こ

りうることと認識して，最も弱い子どもたちを守られ

る社会はどんな方をも守られる社会であることをずっ

と信じております。

先ほど言いました資料なんですが，ナンバー52のシ

ンポジウムレポートその2と書いてあります。これは

実は全国の小児神経学会で，公開シンポジウムとして

一般のお母さんたちも巻き込んで，障害児の団体・会

といわれるところも巻き込んでやって下さって，「重

度障害児の医療と生活支援。よりよい在宅支援の実現
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と課題を願って」というシンポジウムに参加させてい

ただきました。これはすごく学会というような所にわ

たしたちみたいな親の会も行かせて下さって，お話し

をさせていただく機会をいただいたので，すごくこれ

は勉強になりました。

次の資料2なんですけれども，「新・どうする医療

的ケア」これはもう医療的ケアをターゲットとしたシ

ンポジウムでした。難病の支援全国ネットワークとい

う大きな全国的な会がありまして，ここも難病の方の

シンポジウムです。これもすごく学びになりました。

この会ですごく学んだなと思うのは，今言われている

QOL，クオリティオブライフからクオリティオブケ

ア，生活の質，クオリティライフは生命の質ですけれ

ども，QOCがクオリティケアで生活の質っていうこ

とをすごく言われたんです。資料にも書いてあります

けれども，生活の質，障害がある子どもの場合，生活

や教育は医療的ケアを基盤でなりたっている。より良

い医療的ケアは“生活の質を高め，生命の質を高める

ものである”という言葉を学ばせていただき本当に勉

強になりました。

資料3なんですが，「学校的医療を考える会」これ

はまだ立ち上がっていませんでしたので仮称として，

この会を立ち上げるための趣意書を私が作らせていた

だきました。次の願望新聞というのはこの会を立ち上

げたあとで，来ていただいた方々にアンケート，それ

から感想をいただきまして，本当に実際のお母様がた

の意見や，関係者，ドクターもいらっしゃいましたし，

医療関係者，それから教育関係者の方の意見をそれぞ

れに書いていただきましたものをまとめさせていただ

きまして，参考資料としてつけさせていただきました。

以上が私の意見というか，思いを述べさせていただき

ました。ありがとうございます。

【落合】

どうもありがとうございました。織田さまのほうか

ら重度重複障害児の保護者の立場から現在の課題等に

ついて，お話をいただきました。

次に，LD児の保護者からのご意見として伊藤さま

のほうから提言をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。

【伊藤】

よろしくお願いします。広島LDとその周辺児の親

の会「明日葉」の代表をしております伊藤と申します。

本日資料とか原稿とか用意間に合いませんでした。聞

きづらいと思いますけれど，早口なのでよろしくお願

いいたします。

「明日葉」の概略を先に説明させていただきます。

今年で結成13年，会員数123名。県内全域で幼稚園の

年長から23歳の青年まで，LD・ADHD・高機能自閉

症・アスベルガー障害・軽度知的障害など，いろいろ

な障害を持つ子どもの親の会です。会では子どもの必

要に応じて，学年や目的，地域などのグループに分か

れて，大学などの教育械関，医療機関や学校の先生方，

そして，社会福祉協議会の方などから多くのご支援を

いただきながら親の学習会，会報の作成，そして子ど

もたち中心のグループ活動を行っています。

会員構成を説明させていただきます。現在小学生が

46名，通常学級在籍者は32名。ことばの教室利用者が

5名，情緒の通級指導教室利用者が6名。障害児学級

が14名在籍，そのうち療育手帳取得者が9名います。

中学生が20名，通常学級在籍者は18名，障害児学級在

籍者は2名，療育手帳取得者3名です。高校生以上に

ついては，高校相当学年が29名中，公立普通高校に在

籍しているものが2名，定時制高校へ行っているもの

が3名，私立の高校に在籍しているものが5名，各種

専門学校在籍者が9名，県立および市立養護学校の高

等部に在籍しているものが4名います。その他不明が

6名です。「明日葉」にはさまざまなタイプの子ども

たちが寄り集まっていますので，障害の現れ方も違い，

抱えている困難は必ずしも同じではありません。在籍

状況や学校の先生の理解，そして周囲の環境によって

大きく左右されているというのは他の支援を必要とし

ている子どもたちと変わりありません。そして，十数

年前に比べたら認知度は上がっていると思いますが，

障害を持っていること，そして支援を必要とする子ど

もであるということが，保護者や学校の先生方になか

なかわかってもらえない。そして，それぞれの子ども

に応じた対応の難しさから，これまでの教育制度や福

祉制度では狭間におかれてきました。そして子ども自

身の学年があがるにつれ，周囲と違う自分に気づきな

がら自分の障害を認めることができずに，いじめや不

登校，引きこもりなどの二次障害に悩み苦しんでいる

のが現状です。

平成14年度文科省実施の「通常の学級に在籍する特

別な教育的支援を必要とする児童・生徒に関する全国

実態調査」では，午前中の先生方の発言の中にもあり

ましたが，LD・ADHDなどの子どもたちが約6％の

割合で通常学級に在籍している可能性が高いと示され

ました。同じく平成14年度末に閣議決定されました「障

害者基本計画」の中では，障害のある子ども，一人一

人のニーズに応じたきめ細やかな支援を行うため，乳
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幼児期から学校卒業まで一貫して計画的に教育，療育

を行うと共にLDやADHD，自閉症などについても，

教育的支援を行うといった基本方針が盛り込まれまし

た。そして，今年3月28日に最終報告として出された

今後の特別支援教育の在り方の中では，特別支援教育

とは従来の特殊教育の対象者だけでなく，LD・

ADHD，高機能自閉症を含め，障害のある児童・生

徒の自立や社会参加に向け，一人一人の教育的ニーズ

を把握し，持てる力を高め，生活，学習上の困難を改

善または克服するために，適切な教育や指導を通じて，

必要な支援を行うものであると明記されました。これ

でようやく私たちの子どもも，市民権を得たと感じま

した。これまでのように，学校の先生方に「うちの子

LDなんです」「ADHDなんです」と説明しても，LD

やADHDは障害ではない親のしつけが悪いからだと

言われていた時代はやっと終わったのだと思いまし

た。しかし，喜んでばかりもいられません。特別支援

教育の転換に向けて，保護者の期待はいうまでもあり

ませんが，不安や疑問もまだまだ残っています。会員

の立場から，こうなって欲しいとか，どうなるんだろ

うといった声が寄せられましたので，それをもとにお

話ししたいと思います。

通常学級の保護者からは，担任の先生が子どものこ

とを理解してくださり，みんなの中でうまくやってい

けるような配慮をしてもらっている，ただ，学習面や

ソーシャルスキルのことを考えれば，やはり障害児学

級のような少人数の場でみてもらったほうがいいので

はと悩んだこともありました。しかし，子ども本人の

「行きたくない」という気持ちを尊重し，そのときは

見送ってきました。特別支援教育になり，通常学級に

いても支援の必要な子どもは，特別支援教室などでみ

ていただけるのは本当にありがたいことだと思いま

す。けれど，以前に我が子が渋ったように，自分がだ

めな人間だからとか，悪い子だから特別支援教室に行

かされると感じるようでは，現在通常学級に在籍して

いる子どもたちには利用しづらいのではないでしょう

か。特別支援教室が，ここに来れば自分の居場所があ

るんだと思えるような，魅力的で充実感のある居心地

のいい場所になって欲しいと思います。子どもにとっ

ては，ありのままの自分で良いんだと，自分を認める

ことができるような場所。さらに，お互いに違いを認

め，理解し合える仲間と出会える場になればと思いま

す。その上で障害やニーズに応じた学習法により，学

力の向上，自信をつける場になって欲しいと思います。

そして特別支援教室がこれまでの障害児学級の名称変

更にすぎないよう，学校内で特別視されることのない

よう，特別支援教育に対する具体的な説明会をすべて

の保護者に対しておこなって欲しいと希望します。

障害児学級に在籍する子どもの保護者からは，国語や

算数などはマンツーマン。2対1くらいでゆっくりと

丁寧に指導を受けています。交流学級でも家庭科や図

工など，難しいと思われる所は障害児学級の先生がつ

いていって下さっています。そういったフォローはど

うなるのでしょうか。障害児学級籍がなくなり，すべ

ての子どもが普通学級籍になるということは，それは

良いことだと思いますが，特別支援教育になったとき，

これまでの通常学級籍の6％もの子どももその対象に

なることを考えると，これまでのように保護者と密に

話し合い，IEPを作ったり個別指導が受けられるくら

いの先生の配置があるだろうかと心配です。また，籍

が通常学級籍になるということは，これまで以上に通

常学級の担任の先生に負担がかかる事になるのではな

いでしょうか。何か問題が起こったときの責任は，通

常学級担任の先生が問われることになるのでしょう

か？こういった意見もありました。

最終報告の中には特別支援教育の運営形態として，

障害の状態によって従来の通級指導の対象となる児

童・生徒のように，週に何時問かだけこの教室で指導

を受ける場合，従来の特殊学級のような教育の対象と

なる児童・生徒のように週の相当な時間をこの教室で

の指導を受ける場合など，さまざまなものが考えられ

柔軟な対応を可能とすると明記されていますが，それ

ぞれの学校で特別な支援を必要とする子どものニーズ

によって，特色のあるプランが立てられることと思い

ます。大阪，堺市では一つの小学校の中に，基本的生

活訓練や生活単元を主に学習する障害児学級第1学

級，教科指導やソーシャルスキルを主に行う障害児学

級第2学級，言語訓練や認知機能訓練を行う通級指導

教室，そして，個別教科指導やソーシャルスキルを主

に学習するリソースルームという4つの教室がすでに

あって，子どものニーズによって特別な支援を受ける

ことができる場が，すでに整っている学校もあります。

また，放課後だけ，本人はもちろん，希望者が誰でも

通うことのできる教室を開いている学校もあるそうで

す。広島でもぜひ，学校ごとに特色のある，在籍する

児重のニーズに合わせた形の特別支援教室ができるこ

とを期待します。

特別支援コーディネーターについては，学校におい

ての障害のある生徒の発達や，障害全般に関する一般

的な知識，カウンセリングマインドを有する者を連絡，
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調査役として，コーディネーターとして置くと書かれ

ていますが，コーディネーターの人選には慎重になっ

ていただきたいという意見が多くありました。第1に

子どもの障害について正しく理解して下さっている先

生にコーディネーターになっていただきたい。特殊教

育教員免許を持っている方，できれば日本LD学会認

定のLD教育士のような専門の研修を受け，資格を

持っている先生であれば保護者は安心して相談できる

と思います。県内には3名のLD教育士資格保持者が

いらっしゃいます。そして今年は2名ですが，その研

修に行かれている先生方もいらっしゃいます。わずか

な人材ではありますが，このような熱意ある先生や，

そのほかにも今日のようなフォーラムやさまざまな研

修会に参加され個人的にも実践されている先生にぜひ

コーディネーター役になっていただきたいと思いま

す。また，一人一人の子どもの問題点，ニーズや困難

な部分を正しく把握するためにもwisc－Ⅲなどの検査

もでき，それを元にIEPをたてることのできる先生，

幼児期から成人までを見通し，個別の教育支援計画を

立てるためのさまざまな福祉や医療との連携を熟知し

た，専門性の高い先生にコーディネーターになってい

ただきたいと願います。

そして，最終的に義務教育後，将来の自立に向けて

育てていくため，昨年12月，広島県教育委員会から出

されました「広島県障害児教育ビジョン」にも示され

ましたように，県内にも高等養護学校の新設，もしく

は既存の養護学校高等部の中により職業的自立，社会

的な自立を目標とした専門的なコースの併設を希望す

るという意見が多くありました。中学生の保護者から

ですが，「行政が新しい教育方針を発表するたびに，

今皮こそ自分の子どもにあったものかもと期待してき

ましたが，いつも絵に描いた餅でした。保護者，担任，

校長先生の3者で，子どもにあった支援を考えて日々

を送っているうちに子どもは何の支援も受けられない

まま，この春中学生になりました。そして今も何も支

援を受けていません。これから特別支援教育が始まっ

ても，わが子には何も間に合わないでしょう。どうか

1日も早くすべての子どもや，親の希望する支援を，

どこに住んでいても誰もが受けられる体制を広島で整

えて下さい。私たち親子のような苦い経験をこれ以上

他の保護者が経験することのないよう願っています」

こういった文も寄せられました。

最後になりましたが，これまでも私たち保護者は，

それぞれの学校に足を運び相談したり話し合いを重ね

てきました。最終報告の中に親の会やNPOとの連携

協力をはかりながら取り組みを行うことも重要なこと

と考えられると記載していただき，これまでのわたし

たち親の会の活動が認められたこと，今日このような

フォーラムに参加していただいたことに心から感謝し

ております。それぞれの願いや思いを込めて新しい特

別支援教育で，子どものニーズにできるかぎり応じた，

柔軟な形で支援を受けることのできるように，これま

で以上に先生方と連携を持ち協力し合って行ければと

考えております。どうかよろしくお願いします。

【落合】

ありがとうございました。織田さまと伊藤さまから，

保護者の立場からいろいろとご提言いただきました。

次に束広島市立八本松小学校教諭，訴追先生の方から

現場の立場からいろいろとご提案いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

【新迫】

はい。お願いします。八本松小学校の通級指導教室

を担当しております新迫と申します。あとから感想を

言うようになっていると思うんですけれども，今の保

護者の2人の方のお話を聞いて，自分の実践っていう

ものをもう1回厳しく見つめ直す必要があるなと，大

変厳しいご指摘というか……のように私は受け止めま

した。先ほど食事の時には，何を話そうかとか，どき

どきしているなんていうことをおっしゃっていました

けれども，やはりそのメッセージを伝えたいことを

持っていらっしゃる方のお話だなと思いました。

私は，ことばと聞こえの教室の担当者ですので，言

語障害の子ども達のことを話すという，そういう役割

を持っているかと思うんですけれども，今日は特別支

援教育フォーラムということで，軽度発達障害といわ

れるお子さんの事を中心に話そうと思います。ただ，

言語障害の子どもの事もたくさんお話しすることが必

要ですし，ここにもことばの教室の先生方が何人かい

らっしゃると思うんですけれども，たくさんの成果や

課題を持っている，それから，地域によっていろんな

実情が追うということも含んでお聞きいただければと

思います。ことばと聞こえの教室というところで，な

ぜLDといった子どもたちのことなのかっていうこと

がまずあると思うんですけれども，例えば，ことばの

教室に相談にお見えになった方で構音障害，発音がう

まくいかないということで指導になるケースがありま

す。そして，その指導を進める中で，どうも発音の問

題以外にも，例えば読みの問題だったり，苗字の問題

だったり，いろんな他の問題も持っているっていう

ケースに出会うことがあります。言葉の遅れというこ
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とで相談にお見えになっている子どもの中には，「今

後の特別支援に関わる最終報告」で判断基準が示され

た高機能自閉症と言われる子どもの特性の中にいくつ

か当てはまるものがあるなと…。ですから，ことばの

教室そのものが，もともとそういった子どもたちのも

のではありませんけれども，そこを利用している子ど

もの中にはそういう特性を持った子どもが過去にもい

ましたし，現在もいるというふうに理解していただけ

ればいいと思います。ただ，指導者側のそういった子

どもに対する理解というのが深まれば深まるほど「あ

あ，この子どもはこういう困難も持っているな」とい

うことでそのほかの面も見えてきます。それから，最

近の事で言えば医療機関のほうで診断を受けて，そこ

で「そういう教室で支援を受けなさい」とアドバイス

をもらった相談も増えています。また，以前に比べて

増えているのが先生方からの相談というか「学級にこ

ういう子どもがいて，こういうことで苦労している。

困難があるよ」ということの相談が増えてきました。

通級指導教室は，もともと一人一人の教育的なニーズ

に応じて，指導・支援をするところですから，ことば

の教室のそういう指導のスタンスなり，1対lという

か個別の指導をする良さというのが，さまざまな困難

をもつ子どもにも何らかの支援になっていると感じて

おります。

実際にじゃあどういったことをするかということな

のですが，言語障害のある子どもも軽度発達障害とい

われる子どももみんなそうなんですけれども，まず教

育的ニーズの把捉，実態把握ということを進めます。

どういう困難をもっているか。それは例えば家庭で，

学校で，いろんな場面でその子が持っている困難，そ

れを把捉していこう。それから，その子どもの思いだっ

たり，保護者の願いっていうことを受け止めていって

います。その上で目標を立てて指導に当たるわけです

けれども。一つには，困難そのものに対してのアプロー

チと言いますか，さっき発音のことを言いましたけれ

ども，発音のことで言えばそういうあいまいな音があ

るので，そこのところを改善するというような指導。

古宇だったら古宇ということをターゲットにして，困

難な状況を改善しようという。

その時に実際に指導しながら感じていることなんで

すけれども，いわゆる苦手なことに向き合う姿勢と言

いますか，こちらがその子のもの－困難な部分を改

善してやろう，直してやろうというスタンスでは，な

かなかうまくいかないと思っていますし，子どもに

とってその改善がどう利益－いいこと，良さにつな

がるのかっていうことをいっしょに作っていくってい

うことが大事だなっていうふうに感じております。そ

れから，課題に対して直接の改善がなかなか難しいと

いう場合もありますので，その場合には得意な方法，

その子の困難じゃない，良さの方に目を向けてそれを

伸ばそうというような指導をしていっています。

もう一つはさっき，子どもの思いということを言い

ましたけれども，周りの思い，それは担任の先生の理

解だったり，友達からの働きかけだったり，そういう

部分に対しての支援を進めることで，その子の困難を

小さくしていこう。この3つの方向で指導に当たって

おりまして，これは言語障害の子どもにも軽度発達障

害の子どもにも有効だと思っております。直接関わり

を始めることで，さまざまなことに自信が持てなかっ

た子どもが自信を取り戻したりとか，さっき伊藤さん

の方からありましたけれども，担任の先生の見方が変

わることで，子どもは同じ環境にいるんだけれども，

ずいぶん楽になったり，新しく目標を持って進んでい

る姿になったり……。そういう成果があります。

課題としては，指導時間のことがあります。教室を

利用しているその軽度発達障害の子どものことを見て

いて，やはり通級という，週に1時間というところの

指導では限界があるように思います。例えば書字のこ

とで，相談にお見えになったときに，学年が4年生で，

そのときに2学年以上の学習の遅れみたいなことに出

会ったときには，やはりその子どもが自分の良さに気

づいて新しく立ち向かっていくということは週1時間

でもできますけれども，実際，毎日その子が学習して

いる教室で，自分に対しての自信を取り戻して，着実

に力をつけていくた桝こは，通級とそれから通常学級

での営み，学校生活そのもののところへの指導と支援

が必要です。

特別支援教育ということへの転換ということが文部

科学省の方からおりてきたような感じもしますけれど

も，実際に通級というところで子ども達とおつきあい

を始めて，この子にはもっと必要な支援があるなとい

うことを感じたときには，今上から降りてきたという

のはそういうことが，実際は子どものニーズに応じて

必要なことをやっていけばそうなるんだなあと。

コーディネーターということに関しても，ことばの

教室では，これまでも必要な専門機関との連携という

のは進めてきましたし，これは通級の指導教室にとっ

ては新しいことではないのですが，そういうことを進

めていく際に学校からの理解が必要でしたが‥・。それ

が実際に必要な仕事が公的に認められるということで
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言えば，必要な連絡がより図りやすい状況へと変わっ

ていくんだろうなと思っております。ですから，子ど

ものニーズに応じて指導や支援を拡大したりというこ

とも，これまで以上にやりやすくなると思います。

ちょっと話が変わるんですが，仕事の質というかす

るべき事が増えてきました。私は7年目なんですけれ

ども，最初の年は私の尊敬する先生から「教室の中で

子どもに対して専門的であろうとあせり，よくわから

ないようにするな。薬にも毒にもならないことだった

ら変なことをして毒になっちゃうから，変なことをす

るなよ」と。「それより遊んでいたほうがいいよ」と

いうようなことを言われて，自分のモットーみたいに

していました。本当に専門性のない中で，ことばの改

善なんていうのができるわけがないですし，実際でき

ませんでしたけれども。そういうことが自分のモッ

トーだったんです。7年もしてそのままじゃ困ります

から，今どういう自分にならなくちゃいけないかとい

うのを探していたんですけれども，今日それに出会い

ました。あの林先生の納豆。これはこれからの自分の

仕事の何年か，この納豆でいけるなと。自分にこう納

豆ということを言い聞かせながら仕事をしていこうと

思います。

それ以外の仕事で，今はTTとしてそういう子ども

がいる教室に行っていますが，困難な状況ってなかな

か相談だけでは見えてきません。実際に子どもたちが

算数のこういう発間があって，みんながこういう様子

でその子はどうしてる。また，別の場面では，こう理

解して，こう表現しているという実際の話から，本当

は見えてくるもんだと思います。今年度は，昨年度よ

りも多くの時間個別での対応以外に学級の中で子ど

もの支援をしていますが，指導や支援の視点も広がっ

ています。今年度で言えばこういった仕事は，昨年一

昨年と県の方のLDに対する充実事業というのに参加

をさせていただいて，いろんな研修する械会を得るこ

とができましたので，そこの研修の機会がなければ，

なかなか自分なりに動けなかったと思うんですけれど

も。校内委員会，校内特別教育推進の校内の推進体制

というのも一応作りましたし，そこの中で個別の支援

計画もまだまだ，1学期を通して立てて行こうねとみ

んなと話しているんですけれども，そういったことに

も取り組んでおります。新たな自分なりの課題をさっ

きいただきましたし，展望と言いますか，見えてきま

したので，今日は来させていただいて良かったなと

思っております。

【落合】

どうもありがとうございました。新迫先生の方から

現場の立場からご意見をいただきました。次に広島県

教育委員会障害児教育室長の室積先生のほうからご提

案をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【室積】

障害児教育室の室積と申します。よろしくお願いい

たします。先ほどは保護者の方から切実な思いをお聞

かせいただきまして，ありがとうございました。課題

というものをひしひしと感じております。それでは私

の方からは。県の取り組みということで，広島県障害

児教育ビジョンの概要についてお話をしたいと思いま

す。

今日午前中に話がありましたが，国において平成13

年1月，21世紀の特殊教育の在り方について最終報告

が示されました。これを受けまして，広島県におきま

しては平成13年5月に広島県障害児教育基本構想策定

委員会を設置をいたしました。そして6月に第1回の

委員会を開催いたしまして，本県障害児教育の今後の

あり方について諮問をいたしました。そして翌年，平

成14年3月ですが，広島県障害児教育基本構想策定委

員会から答申をいただきました。この答申に基づきま

して平成14年12月，県教育委員会で広島県障害児教育

ビジョンを策定いたしました。

このビジョンの概要ですが障害のある幼児・児童・

生徒が自己のもつ能力や可能性を最大限に伸ばす教

育。自立し，社会参加するための基盤となる生きる力

を培うために専門性に基づく障害児教育を充実・推進

することとしまして5つの柱を立てて整理をしており

ます。

その一つ目の柱ですが，適正な就学指導および教育

相談体制の整備・充実です。市町村に対しまして，専

門家の紹介とか就学指導担当者に対する研修の充実。

教育・福祉・医療等の関係者が一体となった早期から

の相談支援体制の整備。盲・ろう・養護学校が相談の

センターとしての役割を果たすために，モデル校を設

置することなどを示しております。

次に2つ目の柱ですけれども，これからの盲学校，

ろう学校および養護学校についてです。盲学校，ろう

学校，養護学校それぞれの施策について示しておりま

す。具体的には盲学校高等部の専門学科の見直し。ろ

う学校教育における早期乳幼児教育の在り方の検討。

養護学校への看護師の配置などです。また，知的障害

教育と肢体不自由教育の専門性を生かした教育課程を

編成した総合型の養護学校。また，軽度の知的障害の
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ある生徒を対象とした職業的自立，社会的自立を目指

した高等養護学校の在り方の検討。さらに各学校の在

籍者数や地域性等を勘案し，専門性を備えた盲・ろ

う・養護学校の適正配置等について示しております。

3つ目の柱ですけれども，教員の専門性の向上です。

特殊教育教諭免許状。実際は盲学校教諭免許状，ろう

学校教諭免許状，養護学校教諭免許状ですけれども，

その取得の推進。長期研修等への計画的な派遣。各学

校の研修・研究活動への支援。福祉・医療等の関係機

関との連携などについて示しております。

次に4つ目の柱ですけれども，小学校，中学校にお

ける障害児教育の充実です。障害児学級，通級による

指導，通常の学級に在籍する学習障害（LD）児等へ

の指導の充実，担当教員の専門性の向上，などについ

て示しております。

次に，5つ目の柱ですけれども，学習指導要領にのっ

とった交流教育の推進，職業的な自立の推進，家庭や

地域社会との連携や学校評価制皮の活用などの開かれ

た学校づくりの推進について示しております。

このビジョンの推進ですけれども，主要な施策の展

開は15年度から20年度を当面の目標として考えており

ます。障害のある，幼児・児童・生徒の教育的ニーズ

に応じた，専門性に基づくきめ細かな教育。県民に信

頼される障害児教育を充実・推進していくために，具

体的な施策を展開してまいりたいと考えております。

本県の現状・課乱　国の動向等をしっかりと踏まえて

取り組んでいくことが大切であると考えております。

今年度の具体的な施策について主なものをお話しし

たいと思います。まず，市町村の就学指導担当者への

研修の充実。それと，盲・ろう・養護学校が地域の障

害児教育に関する相談のセンターとしての役割を果た

していくこととし，今年度は盲学校を指定しまして，

教育相談主任を配置いたしました。今後ですけれども，

研究成果をもとに，センター的役割を果たす，盲・ろ

う・養護学校としての体制を整えてまいりたいと考え

ております。

次に，総合型の養護学校の設置・検討のため，広島

養護学校，福山養護学校を指定して教育課程等の研究

を行っております。これまでの他県の取り組みや研究

成果等を基に，障害種別の枠を超えた養護学校の在り

方を検討してまいりたいと考えております。次に，専

門性の向上に向けて特殊教育教諭免許状を所有してい

ない教員が免許状を取得するために免許法認定講習を

実施しております。平成14年度からは講座数や定員を

大幅に拡大して実施しております。養護学校教諭免許

状の講座は広島会場に加えて福山会場を開設しており

ます。次に日常的に医療的ケアを必要としている児

童・生徒が安心して学べる体制として，盲・ろう・養

護学校に看護師を配置することができることとなりま

した。今年度は医療的ケアの必要な児童・生徒が在籍

している養護学校10校に配置することができることと

しました。現在7校に配置しております。看護協会と

の連携・協力により，早く配置できるように進めてま

いりたいと考えております。この医療的ケアにつきま

しては，振り返ってみますと，平成10年度から継続し

て研究してまいりました。文部科学省と厚生労働省と

の協議，それと全国で10県の取り組みの研究成果の賜

物だと考えております。看護師を配置したからこれで

終わりということではなく，今後は看護師を配置した

中でさらに研究を進めてまいりたいと考えております。

盲・ろう・養護学校の授業改善は大きな課題でござ

います。今年度6校を指定しております。外部講師の

継続的・計画的な招へい。テーマに沿った県外視察。

教材・教具の開発。研究授業。公開研究会など集中的

に実施してまいりたいと考えております。専門性とよ

く言いますけれども，教員一人一人に求める専門性と

学校全体の体制等の専門性があると思います。さまざ

まな取り組み，施策によりまして，この両面を高めて

いくことが緊急の課題であると考えております。

それと，次は，午前中の話にもありました，文部科

学省の委嘱事業ですけれども，一つは，特別支援教育

推進体制モデル事業です。2つ目は，障害のある子ど

ものための教育相談体系化推進事業です。関係機関が

連携をしたもっと早期からの相談支援体制ということ

です。3つ目は，養護学校における医療的ケアに関す

るモデル事業です。国の指導・連携のもとに体制づく

りに取り組んでまいりたいと考えております。特別支

援教育の方向性の中で県立教育センターで行っている

講座について，紹介しますと，今年度は，注意欠陥／

多動性障害（ADHD）セミナー，自閉症セミナー，専

門研修では学習障害（LD）講凰　総合講座では特別

支援教育を考える講座等を開講しております。

それでは，今後の特別支援教育ということについて，

いくらかお話ししてみたいと思います。これまでの障

害児教育の施策というものを振り返ってみますと，学

習指導要領の改訂ごとにみられますように，一つは障

害の重度重複化への対応という流れがあったと思いま

す。学習指導要領に示されている目標や内容の広がり，

訪問教育の充実ということで高等部への規程，重複障

害者等に関する特例の幅の広がり，そして研究途上で
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はありますけれども医療的ケアの対応等があります。

もう一つの流れとしましては，軽度の障害のある児

童・生徒への対応の流れがあります。通級による指導

が制度化され，平成5年度から実施となったわけです。

ニーズが高い中での画期的な制度であったと思いま

す。そして，学習障害（LD）児への対応。そして現在，

注意欠陥／多動性障害（ADHD），高機能自閉症等へ

の対応となってきたわけです。そこで，今からは一人

一人の教育的ニーズを把握し必要な支援を行うという

こと。一人一人の障害の状態等に応じた専門性に基づ

く指導を一層きめ細かく行うために，関係機関との連

携を含めたシステムづくりと指導体制，そして一人一

人への教育内容を充実していくことが大切だと考えま

す。

こうした一人一人の教育的ニーズから始まる考え，

これは午前中にもありましたように，障害児教育のみ

ならず実は教育全体への発信だと思います。このニー

ズということをちょっと考えてみたいと思います。こ

の教育的ニーズ，これをどうとらえるかということは

非常に大切なことだと思います。これは，障害観とか

教育観とかいうことと関係してくるかとも思います

が，保護者の思いを聞いたり，連携して取り組んでい

く，これは間違いなく大切なことです。保護者の学校

に対する要望とか注文ということについて，この中で

いう教育的ニーズということとは，別にして考える必

要があるのではないかと私は思います。子どもへの教

育的支援，豊かな教育を展開する上での必要な教育的

支援という観点からのニーズというとらえ方が大切で

あると思います。

知的障害のある児童・生徒に対する指導形態，この

ことをちょっと例に出して言いたいんですけれども，

領域・教科を合わせた指導の形態があります。日常生

活の指導，遊びの指導，生活単元学習，作業学習など

があります。遊びの指導では，物との関わり，人との

関わり等，興味・関心をもって，主体的な活動を少し

ずつ広げていくような取り組みが行われております。

生活単元学習では，例えば行事に向けて興味・関心の

ある活動を通して見通しをもって活動をしたり，課題

を乗り越える経験をしたり，教科学習で学んだ成果を

生活を中心とした活動の中で，生かしていく学習をす

るなどの取り組みが行われています。こうした学習活

動は活動を通して，教科・領域のさまざまな内容を自

らが学んでいくとともに「やった！」とか「できた！」

という満足感や成就感。「楽しかった」，「またやって

みたい」という要求，期待感，あるいは友達と一緒に

やって良かった，楽しかったという気持ちからくる所

属感とか，自分の存在感。こうしたことはすべての人

にとって必要な心の豊かさということにつながってい

くものだと思います。

学校の授業の中で，一人一人が輝き，心の豊かさに

つながる活動を創造し望ましい環境の下で，実践して

いくことが重要なことだと考えます。授業の中での一

人一人の心の豊かさということ。このことは子どもへ

の教育的支援を行う子どものニーズとして大切なこと

ではないかと考えます。児童・生徒一人一人が，自己

のもっている能力や可能性を最大限に伸ばす教育。自

立し，社会参加するための基盤となる生きる力を培う

教育。さまざまな工夫と配慮のもとに専門性に基づく

きめ細かな教育。すべての教育のもととして発信でき

る特別支援教育。本県におきましては是正から改革，

そして創造，将来への夢をもって本県教育の充実・発

展，創造に努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。

【落合】

どうもありがとうございました。宝積先生には広島

県の施策，現状等についてご説明いただきました。次

に，広島県障害児学校長会長の永井先生の方からご提

案をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

【永井】

ご紹介いただきました永井でございます。盲学校の

校長をしております。先ほど，室積室長の方から施策

の説明の中で教育相談主任という名前が出てまいりま

した。今日私のアシスタントをしてくれますのが，そ

の教育相談主任の岩森です。せっかくの機会ですから

顔を覚えていただいて……。本邦初の定数配置をされ

た教育相談主任であります。来年度から次々と配置が

されるかなと期待しておりますけれども，ともかく第

1号でございます。よろしくお願いします。

休憩前ですけどちょっと気分転換がいるかなと思っ

て，スライドショーをちょっとしてみたいと思います。

別にこんなものを使わなくて良いのですが，あえて

使ってやってみたいと思います。

次お顔いします。特別支援教育というものが今日の

テーマでございますけれども，この特別支援教育とい

うもののトータルの景色を傭轍できる，そういう地域

はありません。今朝の内藤企画官のお話やら，それか

ら落合先生のお話しやら，いろんなお話を総合して，

みなさんそれぞれイメージしておられると思うんです

ね。イメージするしか方法がないんです。従って，例
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えば期待とか不安とか，そういったものもたぶんみな

さんそれぞれ十人十色で，しかもかなりぼんやりした

形でしか見えていないと思うんですね。そういうもの

をちょっと何か形にしてみたいと思って，4～5枚

作ってみました。

その一つが対象児童・生徒が膨らむよということで

す。今は，上の青いところですね。盲，弱視，ろう・

難聴，肢体不自由，病弱・虚弱，知的障害，言語障害，

情緒障害というふうに表示をしています。これは学校

教育法に示されておりますものを文字にしただけであ

りまして，いわゆる7障害というものです。これを，

盲・ろう・養護学校ないしは，いわゆる特殊学級で教

育を行っているわけです。今度の特別支援教育になる

とどうなるかというと，下の緑色のところが加わって

くる。面積というか，距離が5倍になっていませんが

しょうがないですね。実際にはこの距離がど一つと伸

びて5倍になります。

次，お願いします。今度は盲・ろう・養護学校です

ね。今はちょっと色を付けてるために読みにくいかと

思うんですが，盲学校，ろう学校，肢体不自由養護学

校，病弱養護学校，知的障害養護学校というふうに5

校種に分かれているものを，ともかく特別支援学校と

いうことに1本化するというわけです。

昼休みに内藤企画官といろいろお話をして，このこ

とについてちょっと質問しました。学校教育法第1条

に，盲学校・ろう学校・養護学校という規定がありま

す。だからそれをよりどころにしたそれぞれ学校名が

ついています。高等学校なのに，小学校だと名乗ると

ころは一つもありません。これは根拠がきちんと法律

上あるからです。「今度r特別支援学校』という根拠

に一本化された場合に，これを見ただけではなんのこ

とかよくわからないのでは？」というようなことから，

「場合によっては，法を超えた名称を名乗ることがで

きるのかしら？」という質問に対しては明確なご回答

がありませんでした。今後そのあたりはつめていくよ

ということでした。

次，お願いします。それから特別支援教育推進のた

めの体制の整備。これが最も大きな課題かなとも思い

ますけれども。その個別の教育支援計画であるとか，

広域特別支援連携協議会。ちょっと舌をかみそうです

けれども，そういう組織作りであるとか，特別支援教

育コーディネーター，この小学校，中学校にコーディ

ネーターを置くんだよという意味でしょうけれども，

当然のこととして特別支援学校にも必要だろうという

ふうに思っていますが，そういうものをなんと言いま

しょうか，下支えするといいましょうか確立をさせる

ための専門性の強化というものも大きく取り上げて書

いてあります。

次，お願いします。本県の盲・ろう・養護学校です

けど，盲学校1校，ろう学校2校1分校，肢体不自由

養護学校3校1分級，病弱養護学校1校，知的障害養

護学校が9校4分級1分教室という具合に，全部で教

場の数が23ございます。私はこれから盲・ろう・養護

学校の立場から，大きく分けて2つほど申し上げてみ

たいと思います。その一つが盛んに出てまいりますセ

ンター化のことでございます。この配置でみて，字が

大きいから随分たくさんあるように見えるけれど，広

島県内に23の本校なり分校なり分教室，分級というふ

うなものがあるわけですが，これが例えば，それぞれ

センターとなるにして，どうもこっぼり穴のあいたよ

うな地域があるんですよね。その地域のセンターとし

ての機能を今後担っていくのに全体としてこういう配

置でいいのかどうかというような問題はあろうかと思

います。こうしてどのくらいの子どもが在籍してるか

というのがまず，参考までに申し上げますと，今現在，

1367人在籍をしております。この在籍の状況ですけど，

昭和57年がピークだったんです。2121名おりました。

最も低いのが平成11年で1154人まで減少したんですけ

れども，1000人を割るのかなという勢いで減少したん

です。けれども，それ以降毎年毎年右肩上がりで増加

しているのが現状で，今，1367人。来年もたぶん増え

るんじゃないか，たぶんそうだろうと予言をしておき

ます。もう，スライドはこの辺で，まだあるんですけ

れども10分超えますので終わります。

2つのことと言いましたけれども，一つは先ほど言

いましたようにセンター化という問題。それからもう

一つは専門性という問題です。例えば盲学校ではそれ

にどう取り組んでいるのかということについては，ぜ

ひどうぞ盲学校のホームページを開いてみて下さい。

詳しく解説をしておりますのでぜひお読みいただいて

ご批判をお願いしたいと思うんですが，この2つのこ

とを今年は，盲学校では追っかけています。二兎を迫

うものは一兎も得ずということわざがありますが，こ

の二兎というのは，例えば馬車に例えたら二頭立ての

馬車だと思っています。というのがそのセンター化と

いうものを追求していくためには専門性がないとしょ

うがないんです。専門性のないセンター化というのは

およそ意味がないだろうというので二頭立ての馬諷

その二頭が同じ方向を向いて，たったったった走って

くれないと馬車はちゃんと進んでくれませんので，私
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はこのたとえはよく当てはまっているなと思っていま

す。自画自賛をしております。

たぶん，内藤企画官がおっしゃったように平成16年

度中にはすべてのことが，ある意味法改正の関係を含

めて片づくんじゃないかと思うんです。制度上では。

そうしますと今はどこにもトータルとしての景色がな

いものを，平成17年度以降はそれぞれの地域で，各都

道府県でそういう景色を形作っていかなければならな

いわけです。その時に盲・ろう・養護学校，将来の特

別支援学校ですけれども，ここが新たにきちんと果た

していかなければならない課題を考えますと，どうし

てもこのセンター化というのがついて回るというふう

に思っております。そのセンター化を，本当にセンター

として機能させるために，必要な専門性というのがど

うしてもいるということです。

このセンター化の問題については，先ほどちょっと

冒頭でご紹介しましたように，本県には本校でいうと，

16校の盲・ろう・養護学校がある中で，本年度，盲学

校が先駆けて，そういったことについてしっかり研究

実践をして成果を挙げなさいというモデル校として指

定を受けましたものですから，学校の中に，視覚障害

教育相談支援センターという勝手な名前ですけど，教

育委員会の了解を，しょうがないというくらいの了解

ですけど，取り付けて看板かけています。本校のホー

ムページにはきちんと書き込んでいます。盲学校が県

内の視覚障害教育相談支援センターとして何が必要な

のか，どういう支援がいるのか，どういう相談ニーズ

に答えるのかということを，1年かけて，ともかく研

究をしてみようと，そのために必要なことはやってい

こうとしております。授業を担当しない教員を一人配

置してもらって，岩森という名前ですけれども，岩森

先生を中心にしてやっていただいておりますが，例え

ば旅費がない，あれがない，これがないというような

ことについても成果として県教委の方に上げていきた

いと思っております。

それから，もう一つの課題であります専門性ですけ

ど，専門性についてはいろいろ言われています。例え

ば専門の免許状のことがあります。これも広島県の場

合は，随分力を入れていただいておりまして，数字が

ずいぶん改善されたはずです。例えば平成13年度あた

りでは全国最下位だったんです。これ，知られざる事

実なんです。いや，どういうことかというと，広島県

の盲・ろう・養護学校の先生方の盲・ろう・養護学校

の免許状を持っている率が全国最下位。47番目だった

んです。実際に盲・ろう・養護学校で働いている先生

自身が知らなかったわけですから非常に不幸なんです

が，今はずいぶん改善されたはずです。秋田県が1番

です。全国トップ。本県での場合，所有率30％位で全

国最下位だったんですけれど。秋田県は90％位なんで

す。これが不思議なんですけど。

その専門性に絡まって一つだけ……私もう時間が来

ているのですが，教育委員会の方が隣におられるので

すが，お願いしたいことがございまして……。確かに，

例えば盲学校なら盲学校教諭1柾，2種，専修という

免許状を持っている。現にいるわけです。ところが，

盲学校でずっと働いてとうとう10年たったら，ぱっと

無原則と言いましょうか無原則じゃないと思いますけ

れども，ともかく異動になるということです。これは

盲・ろう・養護学校，全部共通的にそうなっています。

養護学校から養護学校であれば，県内に9校もありま

すからそれほどでもないんですけれども，特に悲惨な

のが盲学校とろう学校なんです。だから今までそうい

う人がいても，ぽこんといなくなって穴があくという

ことを今まで散々繰り返してきたわけです。やっぱり

専門性を担保しようとすれば，かなり長い期間の実践

が必要だと私・＝盲学校へやってきて3年目なんですけ

れども，つくづく痛感をします。そういった意味でこ

れから先々，免許を取らせるということも必要でしょ

うけれども，人事異動をどうするのかっていうことの

方がもっと大事だと恩うんです。これは我々がどうこ

うできない問題で，これは教育委員会の専権事項でご

ざいますので，声を大きくしていっているわけですが。

校長とか現場で努力すべき事は努力するんだと。教育

委員会がどうしてもしなきやならないことはきちんと

やっていくということが，車の両輪だと思います。よ

ろしくお願いします。以上です。

【落合】

どうもありがとうございました。5名の方々からそ

れぞれの分野から，いろんなご提言をいただきました。

これより10分間休憩を持ちます。それぞれ今，5名の

方々からいろいろ提言いただいたわけですけれども，

それぞれに対していろいろご意見がございましたら，

加えていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。それでは3時10分から再開したいと思います。

【落合】

それではディスカッションのほうに入っていきたい

というふうに思います。まず，それぞれパネラーの方

がたから。10分という予定でお話しをいただいたわけ

ですけれども。それぞれ補足したいこと，あるいは他
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のパネラーに対する質問等ございましたら，それをお

願いしたいと思います。その後時間がありましたら，

フロアの方からもさまざまなご意見をいただきたいと

思っております。

それではまず，それぞれのパネラーからご意見をい

ただきたいと思うのですけれども。織田さま何かござ

いますでしょうか？

【織田】

今，永井先生がお話しされた，教員の長期に渡る専

門性を磨いて異動されるというところで，すごく保護

者として共感いたします。やっと子どもとの関係もな

れ，子どもといい状況ができたと思ったら先生が異動

とか。これは本当に保護者としてもとても残念ですし

……。なぜ残念かというと，子どもがやっぱり不利益

なんです。受けるのは子ども。親は不利益じゃない。

子どもが不利益。難しい，大人と教員との関係をやっ

と作り上げた子どもたちが変えられるということを，

学校の先生の立場でいっていただいて共感というか，

いつもそれが課題だなと思っていましたので，ここで

言っていただいてすごく感謝しています。

あと，特別支援教育という中で，今本当に子どもた

ちの障害とかいろんな問題が本当に「え？いままでこ

れ障害だったの？」という言葉が障害として認められ，

確かに現場でも先生たちにも戸惑いとかいろいろ問題

があると思うんですけど，その子にあった教育の支援

－ニーズが，今もってここで再認識できたのは，子

どもにあった支援を受けられていない教育なんだな

と。このことが課題になっているんだなと。本当に子

どもにあった－その子にあった。一人一人にあった

支援。これがなされていればこういった問題にはなら

ない障害が細分化される中で，いろんな問題も起こっ

てくる中で，現場での戸惑いの中で，一番困っている

のは－子どもだっていうことを，またここで再認識

させていただきました。でも，この場にこられて感謝

です。ありがとうございます。

【落合】

どうもありがとうございました。伊藤さまの方から

何かございますか？

【伊藤】

すみません。皆さんのお話の中で，重度重複障害と

か軽度発達障害とかいう言葉が出てきたんですけれど

も，私の立場を言えば，私の子どもは障害者学級に在

籍して，彼にあった教育をしていただいています。本

人もすごく落ち着いて，学習面の方でも「できないだ

ろう。この子は一生」と親も思っていたようなことを

次々とやって，できるようになってきています。

やはり，永井先生も先ほど言われましたけれども，学

校の先生の転勤というところ，保護者は何もいえませ

んし，室積室長にも嫌われてしまいますが，教育免許

とかいう言葉を立場上言わせてもらいましたけれど

も，持っていなくても，普通学級の先生でも本当に真

剣に考えてくださって，親の方にも情報提供してくれ

だとか，勉強会にいくから教えてくれだとか，問題集

なんてどこかにない？といってくださる先生もいらっ

しゃるんです。その中で本当に保護者と教員がいい関

係を築いていっているなかで，子どもも先生に慣れて

溶け込めたときに転勤されてしまうと，やはりしんど

いところはどこの学校でもあるんだなと。校長先生の

立場で言ってくださったのはなかなか勇気がいったと

思うんですけれど，ありがたかったです。

それと新迫先生のほうから通級指導での限界を感じら

れているという，週に何時問かの決まった時間の中で

されているというのに限界を感じているというのはや

はり……。私の子どもは通級指導教室には行ったこと

がありません。けれども，やはり限界があるんだろう

と……。先生側の方からそういうことを言ってくだ

さったことがすごくありがたかったです。そしてこれ

からもどんどん特別支援教育とか教室とかができてく

ると思うんですけれども，その特別支援という言葉に

振り回されないで，今ある子どもが，この子が何を必

要としているか彼に何をしてあげればいいかというと

ころを考えて，これからも良いように進んでいっても

らいたいと思っています。ありがとうございました。

【落合】

どうもありがとうございました。新迫先生何かござ

いますか？

【新迫】

自分のところで言い足りなかったところで，納豆を

目指すと言いましたけれども……。最初の数年，こと

ばの教室で仕事をしながら，八本松小学校の職員であ

りながら自分の教室にくる子どものことを中心に考え

－もちろん今もそうなんですが，学校でこういう教

育がなされていると，ある種こう，離れた状況の中で

仕事をしておりましたし，そのことは自分でそれでい

いというふうに思っておりました。だから炒り豆状態

でした。

通級の教室にいろんな子どもが来るようになって，

実際にそのやっていることが，これでいいのかなって

いうことが，どこかにいつもあって，ことばの教室だ

からそのことばの専門性というものがないといけない
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のに，またちょっと不登校の子どもとのかかわりが

あったりとかってこう，柔らかい土台にいたのかなと。

だから豆腐で。それが今は学校の中で必要なその教室

が，大事な教室が，その学校にとっても大切なところ

だって言っていただけるように考えてますし，それな

りの学校での役割も担えつつあるなということで，7

年間振り返ることができました。

仕事をしながら考えている事の一つに，専門性とい

うことの一つに例えばLDといわれる子どもの学級

で，そういう子どもが生き生きと学習している場合が

あります。担任の先生がすごく配慮をして，その子ど

ものいいところをちゃんと見つけて，やる気にさせて

いただいてますし，その友達からもマイナス評価では

なくて，きちんと存在感を持った学校生活を送ってい

る場合があるんですが，そのときに，担任の先生と話

をしてみると，別に特別なことをしてないっていうよ

うな意識でお話しが返ってきます。それは「うちの子

はLDです」というふうな子ども…「うちの子はLDっ

ていうふうに言われています」というふうに保護者の

方が担任の先生にいわれて，それで担任の先生がすご

くその「どうしよう」とゆれる先生を見ると，本当に

好対称で。だから，今までの通常の学級の中で，そう

いった子どもたちはこれまでもいたわけで，その中で，

その子どもたちに対して必要な支援というのがなされ

てた。そのことを特別だと感じていない。それからじゃ

あ，説明してみてくださいって言うと，それが説明で

きない状況というのがあるのかなと。だから自分の仕

事の一つとして，そういう先生方が持っている専門性

をきちんと整理ができたら良いなあ。そういうことを

きちんと先生方がされているこういうことが，子ども

にはとってもいい専門性になってますよっていうこと

が言えるようにしていきたいと思っています。

最後にLDとかADHDとか高機能自閉症とかとい

う言葉もそうですけれども，その子どもたちが持って

いる問題が，その2次的な問題が起こったりして

……。それから，家庭の状況も複雑な状況がある中

で，一人の子どもがきちんと支援を受けていくってい

うことは，本当に並大抵のことじゃないって思ってる

んですけれども。そういう，新たな子どもたちのこと

を支援していただく支援センターとして，障害児学校

のほうに私は期待をしている部分の一つとして，子ど

もたちのことの障害児学校での捉えみたいなお話しが

したいなあ，聞きたいなあと思っております。

【落合】

はい。どうもありがとうございました。室積室長の

方から付け加えることがあれば，よろしくお願いしま

す。

【皇積】

特別支援教育ということで，システム・制度が変

わっていこうとしておりますけれども，一人一人に対

するきめ細かな教育，専門性に基づく教育は，特別支

援教育であろうとなかろうと向かって行く方向は同じ

なわけですね。これからシステムが変わろうとしてい

る，制度が変わろうとしている。さらに一人一人への

きめ細かな教育をどう形づくっていくかということが

私どもにとっての大きな課題であろうと思っておりま

す。

それぞれ学校では先生たちが汗水流して実践をしてお

られます。それぞれの子どもに対してみんな取り組み

方が違うだろうと思います。教育実践の積み重ねから

出てきたまとめが，教育のあるべき姿，実践から出て

きた理論であろうと思います。そういったものを大切

に，われわれも現状を把握して，先生たちの取り組み

を行政の方にも反映していくという姿勢が大事である

と思います。

専門性ということですけれども，免許を取得すると

いうこと，それだけでは確かに専門性ではないと思い

ます。それは第1の関門であって，いわゆる先ほどい

いました，子どもたちに向かって日々一生懸命取り組

んでいる姿，そこの中から見えてくるもの，一人一人

の子どもたちへのきめ細かな教育，そういったことに，

取り組んでいく中で専門性が確かなものとなっていく

ものだと思います。ですから，先生一人一人の実践を

整理していくような，そのことがまた教育課程の編成

につながっていくような，そういう校内研修・研究の

在り方も大切であると思います。

一人一人の教員が専門性を高めていくということ

と，学校全体が実践の積み重ねを通して整理をしてい

く。その整理をしていく過程が，特色ある学校づくり

だろうと思いますし，そういった取り組みができるよ

うに，支援していくこともわれわれの仕事ではないか

と思っております。以上です。

【落合】

どうもありがとうございました。永井校長先生から

付け加えることとか，お願いいたします。

【永井】

はい。私自身教育委員会におったことがありますの

で，教育委員会に対してはなるべく文句を言わないよ

うに，はいはいと聞いていこうと心がけてはいますが，

やっぱりそうはいっても，望ましくないことについて
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は，どうしても申し上げていく必要があると思ってま

す。そのことによって嫌われても仕方がないと思って

います。

たとえば，専門性の問題があります。教育委員会自

身が専門性を非常に重視をして，例えば校長を指導し

たり，施策をうったりしてるんですけれども，どうか

なって思うようなこともあるんですよね。例えばこの

4月に，盲・ろう・養護学校の枠組みで採用された新

採の先生は何名だと思いますか？答を言いましょう

か？1名なんです。碇かに県立の教員の中での採用で

すから，そんなに多く採用される可能性はないにして

も，高等学校と，盲・ろう・養護学校の教員を数の上

での比較ですが，盲・ろう・養護学級の教員のシェア

というのは6分の1を占めてるんですよ。そうします

と，どうにもその1名というのは腑に落ちない。いろ

いろその背景はあるんでしょうけれども，正面からみ

ると，やっぱり脱に落ちない。形に隠れたものがいく

ら色々あっても，われわれには理解できないわけです。

それから来年度の採用についてはもう募集要項が出て

いるんですけれども，募集要項が出ているといっても，

応募期間は過ぎてるんですが……。

興味，関心のある方はもうご覧になったと思うんで

すが，盲・ろう・養護学校の募集は，確かに4名ほど

多くなっている。でも，括弧して，数学と英語，高等

部の数学と英語しか採用しないと，こうなっているん

です。そのことと専門性が果たしてどうつながるのか

というのが，私は問題だと思っています。非常に問題

だと思っています。その裏に隠れたものはなんだろう

とどうしても思っちゃうんですね。先ほど申し上げま

した専門性を陶冶するた馴こ，10年で一律異動という

のはいかにもだめじゃないかというふうなことについ

ては，教育委員会としていろいろ検討をしていただい

ているようなので，少し私は期待をしております。例

えば，他県の同校種の学校に異動という方法がありま

す。これは本人にとっては大変ですよね。県境を越え

ての異動ですから。でもこれ，盲学校から1名，他県

の盲学校へ異動していただきました。これも一つの手

だと思うんですよね。だから，あらゆることを考えな

がら県教委には考えていただきたいということを常々

申し上げておりますので，今後鋭意検討がなされるも

のと期待をしております。

それからもう一点。広島大学の先生たちがたくさん

おられますので，ここで申し上げると「いいのかなあ」

と思いながら申しあげますけれども，実は2年前，盲・

ろう・養護学校の校長会のメンバーと広島大学特殊教

青の関係の先生方のオールメンバーと教育委員会の担

当者と，3者で会議を持ちました。常盤教育長も出席

されたと思うんですけれど，その場で，盲・ろう・養

護学校を代表して「おまえ何か提案せい」というので

提案させていただいたことがあります。広島大学に特

別専攻科というのがあるんですけれども，ご承知で

しょう？特別専攻科。1年課程で養護学校教員の免許

状を付与する課程なんですが，盲とろうはないんです。

養護学校だけなんです。ぜひ盲とろうと養護学校をそ

ろえていただきたいと申し上げました。たまたま広島

大学は全部養成できる数少ない国立大学ですから，そ

の優位性を活かしていただきたいと。そこへぜひとも

毎年毎年，県の教育委員会から，定数をいただいて派

遣ができるようにしていただきたいというようなこと

をお願いしました。この事を前向きに検討していただ

いているようで，私は随分いい景色ができるなあと期

待をしております。これは広島大学の側でそのように

検討していただくことと，教育委員会のほうできちん

と派遣の枠を確保していただくこととで成立をする話

ですので，そういう3者が集まった場所でお願いをす

るのがいいのかなと思ってお願いをしました。もう

ちょっと言いますと，条件にもよりますけど，専修免

を出して欲しいということもお願いをしております。

まだまだたぷんオーケーも何も言ってもらえないと思

いますけれども，ぜひこの方向で推進していただくこ

とを，この場をお借りしてお願いをしておきたいと思

います。ありがとうございました。

【落合】

どうもありがとうございました。また最初のプレゼ

ンテーションで足りなかった部分等を付け加えていた

だいたんですけれども，それぞれに対する質問という

ことがなかったように思うんですけれども，何か今あ

えて話題を提供したいという，全体を話して，パネラー

の方からございますでしょうか？これからどうまとめ

るかというのは非常に難しくて，悩みながら話してお

るんですけれども，午前中に内藤企画官からありまし

たけれども，いくつかの段階があるんじゃないかと思

います。室積室長の方から総合制養護学校というのが

まず一つの前の段階であって，そして総合制養護学校

から特別支援学校というふうに展開していくのか。そ

こで教員の専門性をどういうふうに高めていくのか。

広島県でこれから具体的にどのように立ち上げていく

のか，そういうところに話を持っていかなくてはなら

ないんですけど，非常に難しいところでもあると思い

ます。
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それからもう一つ，今までは内藤企画官からも，仕

組みの問題を話されていました。人がどう動くかと，

そういうイメージだったと思います。それはどちらか

というとハードウェアのことについてであるようです

が，カリキュラムをどうするのか。例えばクラスの中

でいろいろ軽度のお子さんたち，工夫したというそう

いう事が学校の中で積み重なっているのかどうかと

か。カリキュラムユニットだとか，そういうものが必

要であろうかも知れません。それから，各教育委員会，

市町村レベルで，同じ教科書を使っているわけですか

ら，どういうことで工夫したのかという，そういう情

報を市町村単位でそれを蓄えておく。それをどの教員

でもインターネットを通じてアクセスすれば，「こう

いう工夫できるんだ」という，そういうこともできる

かもしれないこんな工夫も必要なのかなと思います。

さらに，盲・ろう・養護学校，今インターネットで

いろいろアクセスできるんですけれども，その中でカ

リキュラムに関するものとして，こういう子どもたち

でこういう工夫をすればいいんだという，そういうカ

リキュラムの開発の部分についての情報も共有できて

いないと，なかなか問題の解決はできないのではない

かと思います。

そして，これは現在でも時々見受けられるんですけ

れども，加配の教員が得られても，具体的にどういう

ふうに子どもと対応したらいいのかとか。その辺まで

も，特別支援教育のその事業のモデルの中に当てはめ

ていかなければならないんではないかなというふうに

も感じるわけです。そういう意味で，私自身は現在，

広島県で行われている盲・ろう・養護学校のさまざま

な事業の中で，教育相談事業をどのように展開してい

くのか。それから総合制養護学校というものを作りな

がら，どういう形でその特別支援学校に展開していく

のか。さらに，カリキュラムの課題。今，新迫先生か

ら，いろいろ現場の体験等たくさんあるとお聞きした

わけですけれども，それをその先生方がどのように共

有できていくのか。2年で何かやれといいますと，こ

れはすごいスピードでいろんなことをやらなきやなら

ない。不可能なことも多くあると思います。その辺の

ところについて，現場の先生方あるいは行政担当者の

方から何かアイデア等がございましたらお願いしたい

と思います。何かございますでしょうか？

【新迫】

先生方のそういうことの共有みたいなことで言えば，

センターで行われる講座にしても，県教委の講座にし

ても，本当にたくさんの方が関心を持っているという

ことは参加者の方を見れば私が言うことではないと思

うんですが，そこで，少し残念だなと思うのは，そこ

の一緒に勉強したとして，その後，例えばそこの中で

つながっていけるようなものがあれば，それこそもっ

とネットワークが広がると思います。今日は伊藤さん

を通じて，LD教育士というような方との出会いもあ

るかもしれませんけれども，そういうネットワークと

いうのは，それこそ誰かがコーディネートしていきな

がら作っていくものでしょうから，せっかくそういう

関心が高まっているという状況の中で，もっともっと

集まっていければ良いなあと思います。

【落合】

ありがとうございます。

【室積】

先にいくつが事業を申しましたけれども，特別支援

教育推進体制モデル事業ですけれども，これはモデル

地域の小・中学校の校長会で了解を得ていますので言

いますけれども，今年度モデル地域として，東広島市，

隣の黒瀬町を考えております。そこの全小学校・中学

校を対象として考えています。コーディネーターの養

成，専門化チーム，巡廻相談を含めて，モデルとして

取り組んでいきたいと考えております。それと，障害

のある子どものための教育相談体系化推進事業ですけ

れども，この早期からの相談体制というものの必要性

は，基本構想策定委員会の委員の方からも，ぜひとも

作って欲しいということを委員会の中でも言われてお

ります。前年度は府中町をモデルとして取り組んでお

りましたけれども，今年度はもう少し広げて，その体

制を県下に広げていけるようなモデルとして何とか研

究していきたいというのが思いです。

総合型の養護学校が出ましたけれども，これは先ほ

ど言いましたように，肢体不自由養護学校は今現在，

子どもたちは総合型になっているようなところがある

と思いますが，最も大事なのは教育課程をどうしてい

くのか。一人一人に応じたきめ細かな教育ができるシ

ステムを作らないと，総合型の養護学校ですよという

だけでは，子どもたちにきめ細やかな教育はできない。

そういう意味で，先ほど言いました2校を研究指定校

としております。

【落合】

どうもありがとうございました。永井先生のほうか

ら何かございますでしょうか？

【永井】

ちょっと守備範囲を逸脱してお話しをしたいと思い

ます。と言いますのはさっき織田さん，伊藤さんのそ

－34－



広島大学特別支援教育フォーラム

れぞれ保護者の立場から，担任の先生といいましょう

か，担当者についてのコメントがございましたので，

とりわけ小学校・中学校の特殊学級の担当者ですよ

ね。このことについて，私なりに多少の問題を感じて

おりますのは，非常にローテーションが激しいという

ことです。たぶん3年，平均すると3年くらいじやない

でしょうか。5年10年というようなことじゃなかろう

と思います。たぶんデータが出てる。私ちょっと詳し

く持っておりませんが……。なかには5年10年という

方がおられるんです。ところが，普通は2年3年で交

代をしますから，全体としては平均点が下がってくる

という状況に，県内全域あるんではないかと思います。

それを専門性という観点で説明をするつもりはない

んです。そうではなくて，やはり責任を持ってこの子

を預かると言いましょうか，かなりの時間，長いスパ

ンをかけて子どもの成長をみていくとか，教育課程上

の管理をしていくということは非常に大事なんではな

いかと思うんです。例えばその学校に2クラスあった

場合に，交代を同時にするんではなくて，一人ずつ交

代をしていけばそういうことがうまくいくのかなと

思ってみたりですね。そういう小学校・中学校におけ

る障害児教育の流れをどうしていくのかというのは，

古くて新しい課題だと思うんです。その新しさの側面

からいえば，コーディネーターというような言葉が出

てきた。小中学校のコーディネーターというような役

割が，ひょっとすると，そういうところへいい影響を

与えてくるのかなと，かすかな期待がございます。と

いうのはいくら制度のほうがある意味うまくいって

も，最後は人なんです。「教育は人なり」というのは

よく言っていると思うんです。最後は人なんで，そこ

のところがうまくいかないと制度が空回りするし，と

てもじゃないが信頼がとれないと思います。この辺り

をどうしていくのか…。

先ほど私は盲・ろう・養護学校の立場で専門性を担

保するための人事異動の在り方について述べました

が，これと同じようなことが小・中学校のそういった

障害児教育を推進していく上で大切ではないかと思い

ます。しかもシェアがザーツと広がるわけですから，

ますます大事になってくるんではないかなという意味

で申し上げました。皆さんそのことは良くわかってい

るから，あえて声に出されなかったんだと思いますけ

ど，私はこれ，非常に重要な視点かなというふうに思

いました。以上です。

【落合】

どうもありがとうございました。今日この場に3人

の教育側の立場，そして2人の保護者からということ

でおいでいただいているわけですけれども，新しい学

校教育法施行令では就学指導委員会の中で，保護者が

必要であれば意見を申し立てることができるとか，こ

れからはアカウンタビリティの流れの中に評議会制度，

外部の意見を入れたり，あるいは保護者の意見を入れ

てどういう形で障害児教育の中にいろんな意見を入れ

ていくというそういう時代になりつつあるんですけれ

ども……。保護者がレフリーの一人として参加するこ

とは非常に大事だと思います。サッカーで言いますと

主審とラインズマンが2人いるわけですけれども，学

校の先生方もレフリーであるかもしれない。それから，

保護者もこういう制度上のレフリーとしていろいろ参

加できる。レフリーがしっかりしていないサッカーを

見たら，とんでもなく面白くないゲームになってしま

うわけですけれども。その意味で，私は何か保護者の

権利ということも考える必要があるのではないかと思

います。これからの変化に対して保護者の意見という

のも非常に重要じゃないかなと思うわけです。何か保

護者の2人からそういう意味でご提言というのがござ

いますでしょうか？

【織田】

そうですね。保護者としてやはり子どもを多く知っ

ているのも親だから，親の考えなり，全体的な意見を

聞いて欲しいなって思ったのが一つと，もう一つ違う

ことなんですけど，いつも新しい施策，いろんなこと

が始まるたびにモデル校を研究してとかいわれて始ま

ります。だけど，それは子どもたちに対して何かこう

失敗がないようにとかで，困った問題がないようにか

なといつも思うんですけれども……。モデルは指定や

研究してとかいろいろ受けた子ども達だけではなく

て，普通にいらっしゃる子どもたちも日々学んでいる

んです。日々学習している中で，そのモデルがすぐに

反映できるようなシステム作り。そしてそのモデルに

良いことをすぐに提示して，じゃあそれを柔軟に対応

できる学校の体制作りとかを欲しいなっていつも思っ

ています。保護者として本当に言えるのは，やはり教

員の方も教育委員会の方もそうだと思うんですけれど

も，子どもの在りかた，学習の在り方，学びの在り方，

この子たちの成長していく段階でいろいろなことを考

えられていると思うんです。その中で3者が同じ土俵

で話し合って，そこでいいところをチョイスできるよ

うな場を作っていただけたらなといつも思っていま

す。ありがとうございました。
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【伊藤】

先週，大阪の方で，全国LD親の会の公開フォーラ

ムというシンポジウムがあったんですけれども，そこ

に，文科省の特別支援教育官だったと思うんですが，

柘植先生という方がこられていて，その先生のお話し

を聞くことができたんですが……。

特別支援教育は始まっているんだと。走り始めてい

るんだと。走り始めているといっても，私の子は何も

してもらってないと思ったんですが，とにかくこれま

でのようなゆっくりとしたテンポではなく，早急にこ

の教育というものは変わっていくとおっしゃったんで

すね。走りながら考えていってくださいって。それぞ

れの県で。例えば広島県でしたら，2地域一一東広島

市と黒瀬町でしたか，特別支援モデル地域に指定され

たそうですけれども，それを今年度からいきなり全県

でされる県も2県ほどあるとおっしゃられました。私

の住んでいるのは東広島でも黒瀬でもないので，では

私の子供の所には，いつ地域モデル事業が始まるの

か？という不安もあるのですけれども，そういうこと

もいわれました。

これまでは保護者がお願いだとか要望を教育委員会

にお願いします，お願いしますといっていた時代だっ

たんだけれども，先ほども私がお話ししましたけれど

も，これからは一緒に企画を立てていく，参画する時

代になってきているんだというふうに，私も教育免状

を持っているわけではないですし，大学も出ていない

保讃者ですけれども，本当に一緒に，子どもたちに対

して，どうやって育てていけばいいんだろうかってい

う義務教育とか，高等学校だけの問題ではなくて，そ

れ以後の人生の方が長いので，その辺のことにもちゃ

んと連動していけるような教育になっていって欲しい

なと思っています。

【落合】

どうもありがとうございました。もう少し時間がご

ざいますので，フロアの方から，お一人か二人，今の

ディスカッションの中で，問題提供したい，あるいは

こういうお話しをしたいという方がございましたらお

願いしたいですけれども。ございますでしょうか？

【参加者女性B】

私も自閉症の子どもを持つ保護者の一人です。

今まで，インクルージョンというのは教育の言葉っ

て思っていましたけれども，そうじゃない。社会全体

がインクルージョンにならなければならない。その

ソーシャルインクルージョンの一番の土台が教育だと

思うんです。その特殊教育の中の専門性の中にどう

やったらインクルードできるかっていう視点が私に

とっては重要な課題です。障害の特性から自閉症など

で，人とのコミュニケーションがとりにくい，関係を

持ちにくいっていうような障害がありますから，どう

やったらみんなの中に生きていく知恵が得られるかと

いうことが，私にとってはすごい最終的なインクルー

ジョン－ソーシャルインクルージョンの目標なんで

す。今，お話を聞いていましたら，室積室長さんの中

で，保護者の願いと教育的な願いが違う場合があると，

そういう形で教育的な知見からその子にあった教育を

考えたいと言ったときに－やはり親としては最終的

には自分の子どもを責任を持つのは親ですから－最

後のお話にもあったけれども，教育を考えるときに3

者が本当に対等の立場で，話し合いたいというお話が

あって，私も本当にそのとおりだと思うんです。です

から，そこら辺の，どうしたらその子をインクルード

できるかっていうことに関して，保護者とか行政機関

との意見が対立したときにどのようなお立場で今後，

広島県の教育をやっていくかということを具体的にお

聞かせ餌えたらと思うんですけれども。

【落合】

はい。あと，ご質問等ございませんでしょうか？

－今の質問に対して何かご発言はありませんでしょ

うか？

【皇積】

先ほど教育相談体制といいましたけれども，やはり

早期からの相談の中で，その子どもがどう育っていく

のか，どこで学ぶのが良いのかということを十分な情

報をもとに考えていく体制が大切なことだと思いま

す。これは市町村になるんですけれども，保護者の意

見表明の場ということについて市町村に対して指導を

しているところです。どこへ進むべきなのか。市町村

が考えていく。そのた桝こは早期からの相談，それと，

保護者等の意向を把握する，専門家等の意見を聞く。

その中でその子どもが育っていく適切な道があろうか

と思います。最終的には市町村が決めるわけですけれ

ども，早期からの相談と情報等をもとにその子どもに

対してきめ細かな教育を行っていくために，どこで学

ぶのがよいのか，進んでいく道を考えていただきたい

と思います。

【落合】

はい。ありがとうございました。そのほかのご質問

等ございませんようですので，最終的に今日のこのま

とめというのをどのようにしたらいいか非常に難しい

わけですけれども……。
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これからいろいろ考えていかなきやならないことが

多くあるといいます。今後の特別支援教育の在り方の

最終報告のを実際に行うということについてはいろい

ろな課題等があると思います。それぞれ，広島県は広

島県の中での課題。あるいは日本全体で行わなければ

ならないさまざまな課題と多くあると思いますので，

今日，これは今年の3月に出ました最終報告書をもと

にして最初の意見といいますか，出す場面として位置

づけていきたいと思います。具体的にこれから何をど

うするかということについては，このフォーラムでは

結果が出ないとと思います。非常に難しいと思うんで

すけど，このフォーラムもさまざまなきっかけの一つ

として，行っていきたいというふうに思います。

今日は長い時間1日，フォーラム第1部，第2部と

皆さんご参加いただきまして本当にありがとうござい

ました。これでディスカッションの方を終わりたいと

いうふうに思います。

【司会者】

どうもありがとうございました。お疲れさまでござ

いました。これにてすべてのプログラムを終了させて

いただきます。最後に広島大学大学院教育学研究科障

害児教育学講座主任船津守久より閉会の言葉をいた

だきます。

【船津】

失礼いたします。障害児教育講座の船津と申します。

本日はお忙しいところ，雨模様の中を広島大学特別支

援教育フォーラムに，多数の方々がご出席いただきま

して，心から感謝しております。特に遠いところを，

忙しい時間を割いていただき，貴重なお話をいただき

ました，文部科学省の内藤先生をはじめといたしまし

て，林先生，室積先生，永井先生，新迫先生，それに

保護者の方々，ありがとうございました。また，本

フォーラムをご後援賜りました，広島県教育委員会，

広島県障害児学校校長会，協賛をいただきました広島

大学の幼年教育研究施設，心理臨床教育センターおよ

び広島大学教育学研究科長の中原先生，どうもありが

とうございました。さらにお忙しいところにもかかわ

らず，早朝よりご出席いただきまして，ご傾聴いただ

きました会場のすべての方々に心から感謝いたしてお

ります。ありがとうございました。最後に本フォーラ

ムの開催に当たりまして，準備などで尽力しました，

講座の院生，学生，すべての方に心から感謝申し上げ

ます。こうした機会を今後もできるだけ多く設けられ

ますよう努力していきたいと存じますので，よろしく

お願いします。これをもちまして，本フォーラムを閉

会させていただきます。
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